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序 文 

 

 

日本国政府はベトナム国の要請に基づき、同国の港湾管理制度改革にかかる

技術プロジェクトを実施することを決定し、国際協力機構が本プロジェクトを

実施することと致しました。 

当機構では本プロジェクト実施に先立ち、２００４年９月５日～１８日に国

際協力機構社会開発部技術審議役 宮地豊氏を団長とする事前評価調査を行い、

この結果を踏まえて、２００４年１２月１２日～１７日に国際協力機構ベトナ

ム事務所長 菊池文夫氏を団長とする実施協議調査団がベトナム側関係機関と

協議を重ねたうえ、討議議事録（R/D）などの署名を取り交わしました。これに

より「ベトナム港湾管理制度改革プロジェクト」が実施されることになりまし

た。 

本報告書は、事前評価調査団、実施協議調査団の調査、協議結果をとりまと

めたもので、今後のプロジェクトの展開に広く活用されることを願うものであ

ります。 

終わりに、調査にご協力とご支援を頂いた関係各位に対し、心より感謝申し

上げます。 

 

 平成１７年１月 

 

 

 

国際協力機構 

 理事 松岡 和久 
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第1章 事前調査及び、実施協議調査概要 

1.1 要請の背景 

ドイモイ政策以降の市場経済化、対外開放政策の進展に伴い、ベトナム国港湾における総

取扱貨物量は 1996 年からの 5 年間で 2 倍以上とベトナム国運輸交通開発戦略調査

（VITRANSS）1の需要予測を上回るペースで急増している。これに対応するため円借款に

より、北部ではハイフォン港及びカイラン港、中部ではダナン港と拠点港の整備が進められ

ているほか、同国経済の拠点であるホーチミン市を中心とする南部地域では、同国最大の

大水深港湾となるカイメップ・チーバイ新港の整備が JICA 開発調査（南部港湾開発計画調

査）を経て、2004 年 8 月より詳細設計調査（JBIC との連携 D/D2）が実施されている。 

このように、港湾のハード面の近代化は我が国の支援の下、着実に進められているが、港

湾運営面での民営参入や管理運営体制といったソフト面での改善は相対的に遅れている。

一方、本来各港の港湾管理者である海運総局の権限は、航路の管理や入出港手続きに限

られており、港湾管理者として主体的な管理運営の実施、戦略的な開発投資や適切な維

持管理の実施を進めることが困難な状態にある。 

制度面での課題を抱える一方で、JICA ベトナム南部港湾開発計画調査ではカイメップ・チ

ーバイ新港に基幹航路に就航する大型コンテナ船を寄港させ、同国の物流コスト及びリー

ドタイムの低減を図るため、基本施設の開発・所有・管理は新しく設立する港湾管理者が担

う一方で、ターミナルの運営は民間オペレーターに長期貸付けすべき、と提言した。これに

基づき、今後海運総局が中心となり、ランドロード型の港湾管理者を新しく設立すると共に、

ターミナルに関しては外資も含めた非政府港湾オペレーターに運営参入させる方針であ

る。 

ベトナム国において非政府セクター参入を進めるに当たっては、法・規則体系面での整備

や官民の適切な役割分担等を十分に事前検討した上でオペレーターの選定を開始する必

要がある。また、新しい港湾管理者の立ち上げに際しても、港湾計画制度の確立、その基

礎資料となる統計制度の確立や、各種手続きを効率化するための港湾情報システムの構

築等、港湾行政・管理能力の向上が緊急的な課題となっている。 

こうした港湾運営の非政府セクター参入のための環境整備や港湾管理制度の改善に関し、

ベトナム国においては十分な知見を有していないことから、ゲートウェイ港のオペレーター

の選定作業や、港湾管理制度の改善を円滑に進めるため技術協力プロジェクトの実施を

我が国に要請してきたものである。 

以上の背景をもと、2004 年 9 月に事前評価調査団を派遣し、港湾管理に係る現況の把握、

先方政府の要請確認し、またプロジェクト実施の必要性・妥当性を評価し、プロジェクト目標、

活動項目や必要な投入に関する協議を行った。 

この結果を踏まえて、今般、実施協議調査団は、プロジェクトの実施に係る具体的な協議を

行い、討議議事録（R/D）3及びミニッツを取りまとめて、署名・交換を行った。 

                                                      
1 VITRANSS：VIETNAM TRANSPORT STRATEGY STUDY、ベトナム国運輸交通開発戦略調査 
2 D/D：Detail Design、詳細設計 
3 R/D：Record of Discussions、討議議事録 
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1.2 事前評価調査の概要 

(1) 調査概要 

実施協議調査団派遣に先立って、事前評価調査を実施し、本件協力の妥当性を十分

に確認した。したがって、実施協議調査においてはこれまでの調査結果を踏まえて、

最終討議を行った。 

事前評価調査団は 2004 年 9 月 5 日～9 月 18 日の 14 日間に亘り派遣され、プロジェ

クト実施に向けての調査、協議を行った。 

(2) 調査主要項目 
• プロジェクト実施の意義・妥当性の確認 
• プロジェクト実施のための資料・情報収集 
• 調査関係サイトの現況視察（カイメップ・チーバイ港、サイゴン地区港湾（タンカン、

サイゴン港、VICT4） 
• 港湾運営オペレーター（4 港）、港湾関係者・船会社(VINALINES5、VOSCO6）との

協議 
• PDM（案）、TSI（案）、P/O（案）、実施体制図（Organization Chart）の作成 
• 協力に関する調整・意見交換、事前評価 

(3) 団員構成 
 

No. 氏名 担当分野 所属 
1 宮地豊 総括 国際協力機構 

社会開発部 技術審議役 
2 石橋洋信 

 
港湾管理・運営 
 

国土交通省 港湾局 
国際業務室 課長補佐 

3 砂川真 プロジェクトファイナンス 国際協力機構 
国際協力専門員 

4 森弘継 協力企画／港湾計画 国際協力機構 
社会開発部 運輸交通第１チーム 

5 三枝富士男 評価分析 ペガサスエンジニアリング 
 

 

                                                      
4 VICT：Vietnam International Container Terminals、国際コンテナターミナル（ホーチミン港） 
5 VINALINES：Vietnam National Shipping Lines、ベトナム国国営船社 
6 VOSCO：Vietnam Ocean Shipping Company 
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(4) 調査行程 

日順 月 日 移動及び業務 

1 9 月 5 日 移動（東京→ハノイ） JL5135(11:00→14:20) 

2 9 月 6 日 JICA 事務所、大使館表敬、MOT 表敬  

3 9 月 7 日 海運総局表敬、ワークショップ（VINAMARINE） 
JBIC 事務所 D/D 調査団との打ち合わせ 

4 9 月 8 日 MPI 表敬, 海運総局打ち合わせ 
移動（ハノイ→ホーチミン） 

5 9 月 9 日 港湾オペレーターヒアリング：（VICT,タンカン港、サイゴン港、ベンゲ港）、 
宮地団長到着 （東京→ホーチミン） 

6 9 月 10 日 

海運総局ＨＣＭＣ打ち合わせ（石橋団員、森） 
ホーチミン市人民委員会ヒアリング（HCMC 市、ベンゲ港）（石橋団員、森）

PMU857協議（石橋団員、森） 
現地視察（宮地団長、三枝団員） 

7 9 月 11 日 現地調査（ホーチミン→ハノイ） 

8 9 月 12 日 団内会議 

9 9 月 13 日 
VINALINES 打ち合わせ、TDSI8打ち合わせ（石橋団員、三枝団員） 
VIMARU9、海事教育プロジェクト打ち合わせ（宮地団長、森） 
砂川団員到着 （モンゴル→ソウル→ハノイ）：KE683（19:30→22:10） 

10 9 月 14 日 VINAMARINE 協議（PDM 案作成） 
法制度プロジェクト打ち合わせ 

11 9 月 15 日 全体協議（PDM 案作成）、全体協議（M/M 案作成） 

12 9 月 16 日 M/M サイン、大使館・JICA 事務所報告 
JETRO 打ち合わせ 

13 9 月 17 日 移動（ハノイ→東京） 

14 9 月 18 日 三枝団員移動（ハノイ→東京） 
 

(5) 主要協議先 

Ministry of Transport 

Dr. Ha Khac HAO Deputy Director General of Planning and Investment 
Department 

Mr. Nguyen Thanh HANG Senior Expert of Planning and Investment Department 

Vietnam National Maritime Administration (VINAMARINE) 

Dr. Nguyen Ngoc HUE Vice Chairman 

Mr. Nguyen Viet DZUNG Director of International Cooperation Department 

Mr. LE VU KHANH Deputy Director, Sea-Port Infrastructure Departmen 

Mr. Nguyen Huu HOAN    Deputy Director, Planning and Investment Department 

                                                      
7 PMU85：Project Management Unit No.85、第 85 プロジェクト管理局 
8 TDSI：Transport Development and Strategy Institute、ベトナム運輸開発戦略研究所 
9 VIMARU：Vietnam Maritime University、ベトナム海事大学 
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Ms Tran Thi Tuyet Mai ANH Desk officer of Infrastructure Management Department 

Mr.Le Doan HANH Vice Regional President , Hochi Minh 

Mr. Trinh Van THAI  Director, MPMU3 

Project Management Unit No. 85 (PMU85) 

Mr. Nguyen Ngoc TRAN General Director 

Ms. Tang Thi Lam HA Vice Chief of Hanoi Representative Office 

Ministry of Planning and Investment 

Mr. Tran BO Deputy Director General of Infrastructure and Urban 
Department 

Mr. Nguyen Viet HONG Senior Expert of Infrastructure and Urban Department 
 

(6) Ｍ/Ｍ協議（ＰＤＭ（案）等の協議の概要） 

① 要請の背景、プロジェクトの概要及び目的の確認を行った。また、事前評価調査

団の目的、技プロのスキーム、PDM,TSI,P/O、技プロに関する手続き等の説明をし

（別添のプレゼンテーションを配布。）、合意した。 

② 港湾分野の民間セクター参入の必要性、メリットの説明、民活導入に関する手続き

及び検討事項の説明・質疑応答を行った。ベトナム側も民間セクター参入の必要

性、メリットを理解しているが、本プロジェクトにおいては、民間セクターではなく、

非政府セクター（Non State Sector）という用語を使うこととにした。非政府セクター

には、純民間企業だけでなく、民間セクターと国営企業（State Own Enterprise）の

ジョイントベンチャーも含まれている。 

③ カイメップ・チーバイ港の港湾管理者を設立するために、VINALINE のカウンター

パートを中心にタスクフォースを設置することにした。 

④ VINAMARINE がカイメップ･チーバイの港湾振興に関するセミナーを実施するこ

ととし、日本側で技術的支援をすることとした。 

(7) PDM（案）の概要 

① 協力終了後に達成される目標（上位目標） 
• ベトナム国の港湾行政・管理体制が改善される。 

② プロジェクト目標 

A. VINAMARINE の港湾行政及び港湾管理体制が改善される。 

B. ベトナムのゲートウェイ港湾において、ターミナル運営が効率化される。 
A は、全国の港湾管理体制の改善を図ることを目的としている。B は、特にゲート

ウェイ港湾を対象にして、非政府セクターの港湾運営参入を促進することを目的と

しているものである。 

③ 成果 

A. VINAMARINE のゲートウェイ港湾の運営・振興戦略作成能力が強化され

る。 

B. VINAMARINE が、非政府セクターの港湾運営参入を促進するため、港湾管

理・運営に関する官民の役割を再定義する。 
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C. VINAMARINE が、港湾運営の非政府セクター参入を促進するため、規則体

系を整備する。 

D. VINANAMARINE が非政府セクターの港湾オペレーター選定書類を作成す

る。 

E. VINAMARINE の港湾行政・港湾管理に関する能力が強化される。 
このうち、A～D は上位目標 B（ゲートウェイ港湾において、ターミナル運営が効率

化される）に対応した成果であり、B、C、E が上位目標 A（VINAMARINE の港湾

行政及び港湾管理体制が改善される。）に対応した成果である。 

④ 運営計画 
各活動に対応したスケジュール計画は、Plan of Operation で示されている。 

A. 成果 C は、カイメップ･チーバイ港の建設計画に対応して、2006 年度中に終

了することを目標とする（2007 年度以降、本プロジェクトで作成した書類により

非政府セクター企業の募集・契約交渉・選定をする。）。契約関連書類を作る

前段階の作業として、カイメップ･チーバイ港の振興戦略、非政府セクターの

参入政策（成果 A）、港湾管理・運営に関する官民の役割の再定義（成果 B）、

港湾運営の非政府セクター参入を促進するための規則体系の整備を行う（成

果ⅲ）。したがって、成果 A～C は、2005 年度中に終了する必要がある。 

B. これらの作業に対応して、カイメップ･チーバイ港の港湾管理者を設立するた

めのタスクフォースを VINAMARINE に設立する。また、タスクフォースが中心

となってセミナーを行い、カイメップ･チーバイ港の振興戦略を関係者に対して

プレゼンテーションを行う。 

C. 成果 B、C 及び成果 E は、VINAMARINE の港湾行政及び港湾管理能力の

強化に資するものであり、2005 年度～2008 年度まで実施する。 

⑤ 投入 

A. 越側 
• 各日本人専門家と共同作業を行うタスクフォースメンバー及びその他の

メンバーの設置 
• 適正な知識をもったベトナム国の法律の専門家（弁護士等）の紹介 
• 専門家のための執務スペース及び運営コストの提供 
• プロジェクト活動に必要な秘書、のアレンジ 

B. 日本側 
• 専門家派遣：1）チーフアドバイザ、2）非政府セクター事業参入、3）港湾

管理、4）港湾運営、5）維持管理計画、6）海運経営、7）財務・プロジェクト

ファイナンス、8）事業権契約書、9）法制度、10）港湾情報システム、11）

企画調整員 
• 研修員の受入 
• テクニカルタームの分かる日（英）越語通訳の現地雇入れ 
• ベトナム国法律専門家の現地雇入れ  

⑥ 実施体制 

A. Joint Steering Committee 
プロジェクト全体の調整を行う。具体的には、年間計画の承認、プロジェクトの

進 捗 評 価等を行う。 MOT の VICE Minister が議長となり、越側から
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VINAMARINE や関係省庁等、日本側から JICA、専門家がメンバーとなる。 

B. Executive Committee 
プロジェクトの実施レベルの調整会議。四半期計画の策定、プロジェクトの進

捗のレビュー、プロジェクト目標の達成の評価、各種調整を行う。議長は、

VINAMARINE 総裁である。構成メンバーは、VINAMARINE と専門家である

が、必要に応じて、関係機関を召集して、各種調整・意見交換を行う。 

1.3 実施協議の概要 

(1) 団員構成 
No. 氏名 担当分野 所属 

1 菊池文夫 総括 JICA ベトナム事務所 所長 
2 森弘継 協力企画/港湾計画 JICA 社会開発部 第三グループ 

 （運輸交通）第一チーム 
3 小森克俊 計画分析 JICA ベトナム事務所 

 

(2) 調査行程 
日順  月日 移動及び業務 

1 12 月 12 日 移動（東京→ハノイ）  

2 12 月 13 日 午前：JICA 事務所表敬、MOT10表敬、VINAMARINE11表敬 
午後：PDM12、P/O13、A/I14協議（VINAMARINE） 

3 12 月 14 日 午前:MPI 表敬 
午後:PDM、P/O、A/I 協議（VINAMARINE）、 

4 12 月 15 日 午前：R/D、M/M 協議（MOT、VINAMARINE） 
午後：R/D、M/M 協議（MOT、VINAMARINE） 

5 12 月 16 日 R/D サイン、JICA 事務所・大使館報告 
（ハノイ→東京）  

 

(3) 主要面談者 

Ministry of Transport：運輸省 

Dr. Ha Khac HAO Deputy Director General of Planning and Investment 
Department 

Mr. Nguyen Thanh HANG Senior Expert of Planning and Investment Department 

Vietnam National Maritime Administration (VINAMARINE)：海運総局 

Dr. Nguyen Ngoc HUE Vice Chairman 

Mr. Nguyen Viet DZUNG Director of International Cooperation Department 

Mr. LE VU KHANH Deputy Director, Sea-Port Infrastructure Department 

Mr. Nguyen Huu HOAN    Deputy Director, Planning and Investment Department 
                                                      
10 MOT：Ministry of Transportation、ベトナム国運輸省 
11 VINAMARINE：Vietnam National Maritime Bureau、ベトナム国海運総局 
12 PDM：Project Design Matrix、プロジェクト計画概要表 
13 P/O：Plan of Operation、活動計画 
14 A/I：Assignment of Implementation、役割分担計画表 
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Ms Tran Thi Tuyet Mai ANH Desk officer of Infrastructure Management Department 

Ministry of Planning and Investment（MPI）15：計画投資省 

Mr. Tran BO Deputy Director General of Infrastructure and Urban 
Department 

Mr. Nguyen Viet HONG Senior Expert of Infrastructure and Urban Department 

 

1.4 討議議事録（R/D）の交渉経緯及び主要協議事項 

あらかじめ日本側で用意した討議議事録（R/D）案、ミニッツ（案）をベトナム側に提示して実

施前の最終討議を行った。主要な変更点及び特記事項は以下のとおりである。 
• プロジェクトを円滑に実施するために必要なカイメップ・チーバイ港に関する物流の実態、

港湾の管理運営や港湾労働等に関する法・規則制度、ベトナム港湾の港湾管理運営

形体の情報が不足していることが判明したため、本プロジェクトに調査コンポーネントを

含めることとした。現地再委託により、実施することを想定して、PDM 等の活動項目に調

査コンポーネントを追加した。 
• プロジェクトの活動中にＪＩＣＡ専門家によりカウンターパートに移転された技術・能力が、

カウンターパート機関に定着したかをモニタリングする必要があるため、モニタリングに

関する項目を PDM の活動項目に追加した。 
• 日本側から投入される専門家として、港湾保安（Port Security/Port Safety）を追加した。 
• ゲートウェイ港湾の非政府セクター参入政策は、当初 2005 年度までに策定することを想

定していたが、WTO 加盟といった外部条件の進捗を踏まえ、2007 年 3 月までに策定す

ることにした。 
• ベトナム側のオーナーシップの再確認し、ＰＤＭの各活動におけるＪＩＣＡ専門家とカウン

ターパート機関の役割を明確にした。ＪＩＣＡ専門家とカウンターパート機関の役割分担

計画を作成し、合意した。 
• 本プロジェクトは、ベトナム国のゲートウェイ港湾（カイメップ･チーバイ港のみならず）の

管理・運営システムの改善を目的としていることを踏まえ、Task Force の設立目的を変

更した。カイメップ・チーバイ港の港湾管理者を設立するための Task Force から、港湾

運営の非政府セクター参入に関する政策を策定するための Task Force に変更すること

にした。 

本プロジェクトは、カイメップ･チーバイ国際港湾ターミナル建設計画実施設計調査（JICA
開発調査：2004 年 8 月～2006 年 1 月）及びカイメップ･チーバイ港整備事業（JBIC 円借款）

と連携して実施すること及びデマケーションを確認した。本プロジェクトで、カイメップ・チー

バイ港の振興戦略（アウトプット１）及び港湾オペレーター選定に必要な書類（アウトプット）

を作成し、円借款の支援のもとでオペレーターを選定する。また、カイメップ･チーバイ港港

湾管理者の設立に関しては、本プロジェクトにおいてモニタリングを行う。 

1.5 プロジェクトの要約 

本実施協議調査団は、2004 年 12 月 12 日から同 16 日までベトナムを訪問し「ベトナム港湾

管理制度改革プロジェクト」に関する技術協力について、運輸交通省及び海運総局など関

係機関と協議した。その結果、ハノイで、ベトナム側関係機関代表と R/D 並びに PDM、暫

定 実 施 計 画 （ Tentative Schedule of Implementation ： TSI ） 、 P/O 、 A/I 、 実 施 体 制 図

                                                      
15 MPI：Ministry of Planning and Investment、ベトナム国計画投資省 
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（Organization Chart）を含むミニッツ（M/M）の署名を取り交わした。 

これにより本プロジェクトは、2004 年度 2 月頃より 4 年弱の期間で、海運総局において、港

湾の行政･管理体制を改善するための技術移転を実施することになった。 

プロジェクトの概要は以下のとおりである。 

(1) プロジェクト名称 

ベトナム港湾管理制度改革プロジェクト 
(Project on the Improvement of Port Management System) 

(2) 目標 

① スーパーゴール 
港湾管理制度の改善により海上輸送が効率化され、ベトナム経済の向上に寄与

する 

② 協力終了後に達成される目標（上位目標） 
ベトナムの港湾行政及び港湾管理体制が改善される。 

指標 

• ベトナム港湾における適切な港湾管理体制の導入状況 

③ 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標） 

A. VINAMARINE の港湾行政及び港湾管理体制が改善される。 

B. ベトナムのゲートウェイ港湾において、ターミナル運営が効率化される。 
指標 

• ベトナムにおける港湾行政･管理･運営に関する規則体系の整備状況 
• VINAMARINE のゲートウェイ港湾運営に非政府セクター選定能力の向上 
• ベトナム初の国際ゲートウェイ港湾であるカイメップ･チーバイ港の管理システ

ムの整備状況 

(3) ベトナム港湾における非政府セクターの港湾運営プロジェクト実施期間 

2005 年 2 月頃から 4 年弱とする。 

(4) 協力機関 

運輸省 海運総局（VINAMARINE） 

(5) 実施体制 

ベトナム国運輸省計画投資局副局長をプロジェクトの総括責任者（プロジェクトダイレク

ター）、VINAMARINE 総裁をプロジェクトの実施責任者（プロジェクトマネージャー）と

することとした。 

(6) 委員会 

年 1 回以上開催するプロジェクト合同委員会（Joint Steering Committee）及び年３～４

回以上開催するプロジェクト運営委員会（Executive Committee）を設置することとした。

両委員会の議長は、運輸交通省の副大臣(VICE MINISTER)、プロジェクトマネージャ

ー（VINAMARINE 総裁）とする。運営委員会においても必要に応じて関係省庁の代

表者も参加することとした。 
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(7) 投入計画 

① 日本側 
• 専門家派遣：1)チーフアドバイザ、2)非政府セクター事業参入、3)港湾管理、

4)港湾運営、5)維持管理計画、6)海運経営、7)財務・プロジェクトファイナンス、

8)事業権契約書、9)法制度、10)港湾情報システム、11)港湾保安、12)企画調

整員 
• 研修員の受入 

② ベトナム側 
• ベトナム側カウンターパートの設置（非政府セクター参入政策策定のためのタ

スクフォース及びその他メンバー） 
• 執務スペースの提供/運営コストの確保 

 

第2章 ベトナムの港湾管理制度の現状 

2.1 概要 

ベトナムの経済成長は、国際貿易への依存度を強めながら着実に進展してきており、その

地理的条件や周辺国との関係から見て、港湾が国際市場を繋ぐ最も重要な玄関口となっ

ている。1992 年のわが国の ODA が再開されて以降、ベトナムの港湾開発には積極的な展

開が見られ、主要港である北部のハイフォン港、カイラン港、中部のダナン港、南部のホー

チミン港など ODA の資金によるインフラ整備および交通体系整備の角度から港湾開発が

行われている。それに加え、近年は増大する貨物に対応するため、港湾管理者・海事産業

関係者自身による積極的な整備投資活動も見受けられる。このような状況は、ベトナム港湾

開発の揺籃期から成長期への移行過程を示しているものと思われる。 

ベトナムにおける港湾・海運セクターは、基本的に MOT の管理下に置かれており、海洋を

管理する VINAMARINE と河川を管理する VIWA（内陸水路管理局）16の二つの組織が中

心である。海港の管理運営に携わる組織には VINAMARINE の他に VINALINES、他省

庁、省政府に属するものなどがあげられ、所有・管理・運営・規模により次の(a)～(d)の 4 種

類に大別される。 

(1) 運輸省（MOT）による管理・運営 

① VINAMARINE(海運総局)による管理･運営 
クワンニン港、カイラン港、クワロ港、ベンチュイ港、クイニョン港、ニャチャン港 

② VINALINES(海運公社)による管理･運営 
ハイフォン港、カイラン港(運営)、ダナン港、サイゴン港、カントー港 

③ ビワ(内陸水運局)による管理･運営 
ハノイ港、ハバック港、ベトチ港、ホアビン港、ニンビン港 

(2) 運輸省以外の省による管理･運営 

① 省による管理･運営 
国防省：サイゴン新港(タンカン) 

工業省：カンファ港、ホンゲイ港、ディエンコン港、ファイライ港 
                                                      
16 VIWA：Vietnam Inland Waterways Administration、ベトナム内陸水路管理局 
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貿易省：B12 港、ミーケ港、ニャベオイル港 

農業省：ベジタブル港、 

建設省：チンフォン港、ホアンチャク港、ギソン港、キエンルオン港 

② 省傘下の国営企業による管理･運営 
ベトナム原油・ガス公社：ペトロベトナム特別港 

(3) 地方政府による管理･運営 

① 地方政府による管理･運営 
ホーチミン市：ベンゲ港 

ドンナイ省：ドンナイ港、ゴゾウ A 港、ゴゾウ B 港 

② 地方政府傘下の公営企業による管理･運営 
カンホア省製塩会社：ホンコイ港 

(4) 民間外国企業との JV による管理･運営 
• フーミー(バリアセレス)港：フランス企業 40%、ノルウエー企業 20%、ベトナム国営・

省営会社 40%。 
• VICT 港：シンガポール企業・三井商船・台湾企業 63%、ベトナム国営会社 37%。 

以上の通り、ベトナムの港湾は近年の急激な工業化、国際化への対応を図るなかでさ

まざまな組織によって、港湾開発がばらばらに立案され、建設、運営されることが多くな

っており、基幹港についての一元的な港湾行政が行われていない。そのため MOT に

他省庁の港湾運営の情報が集約困難で、これが将来の需要増に対応するための戦略

的港湾開発の阻害要因になっている。 

ベトナムではドイモイ政策のもと行政機能の近代化と効率化を目的として、行政組織体

制の変革が随時行われてきている。港湾･海運行政組織についても同様であり、1992
年に VINAMARINE 設立に関する法律が施行され、港湾管理への本格的な取り組み

が始まっている。そして 1995 年には港湾運営を目的とした VINALINES が設立され、

港湾の管理と運営の分離体制が明らかにされた。また、1996 年には VINASIN（国営

造船公社）が設立され、造船産業の育成と共に船舶の構造的な安全基準の徹底が図

られた。 

しかしながら、VINAMARINE とVINALINESとの業務内容の錯綜による非効率的な面

が指摘されるなか、交通セクターの SOE(国営企業)17改革を促進するために政府は

2004 年 4 月 Decree No.63/2003/QD-TTg を公布し、従来首相府の傘下にあった

VINALINES 及びビナシンを MOT 傘下の SOE と位置付けた。このことにより、実質上、

VINALINES は MOT の監督下に入った。この組織改革は、VINALINES グループの

ハイフォン港、サイゴン港など港湾サービスを提供する SOE の自主性を認めつつ、全

体の港湾行政を VINAMARINE の下に一元化しようとするものである。また、施設維持

や更新への配慮、公正な競争の導入への配慮も読み取れる。  

2.2 VINAMARINE の組織 

VINAMARINE は 1992 年 6 月に Decree No. 239/HDBT により設立された。設立以降 1995
年までは、VINAMARINE は法制面のみならず国営海運の運営、造船所の経営にまたが

る広範な業務を行っていたが、1996 年 1 月より現業部門を切り離し、行政機能に特化した

                                                      
17 SOE：State Owned Enterprises、国営企業 
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現在の業務内容になった。しかしながら、行政機能に特化すると言いつつも現状は一部の

港の経営は依然として VINAMARINE に残るなど、組織改革が不十分な面も見られる。 

現在の VINAMARINE の組織は次の機能に大別される。 
• 本部機能：総務、企画、建設、財務、安全管理、その他 
• 地方支局：ハイフォン、ダナン、ホーチミン 
• 港湾局 ：ハイフォン、ホーチミンを含む全国 23 の港湾局 
• 傘下組織：ベトナム海上保安庁(VMS)18、海員養成学校、パイロット会社、その他 

VINAMARINE の業務内容は次の 9 項目に要約される。 

(1) 法令制定：ベトナムの海運産業の発展のために 5 カ年計画および長期計画を策

定し、運輸大臣を通じ首相の承認を得る。 

(2) 港湾整備：政府の他の省庁と共同して港湾施設の海運基盤整備の主体者とな

る。 

(3) 規則制定：海運法制を起案し、実施規則等を制定する。 

(4) 国際協定窓口：海事関係国際交渉の窓口となり、各種国際条約への参加の可否

を運輸大臣及び首相へ提言する。首相や運輸大臣の許可を得て、国際条約等

各種取極めへの署名を行う。海運分野での免許交付・許認可を管轄する。 

(5) 外国船入出港管理：港湾使用に関する法令を発布する。国内法と海運国際慣行

に従って外国船に対する入港許可を発行する。 

(6) 船舶登録・海運関係営業許可：100DWT 以上の船舶の登録証書を発給する。ベ

トナム船籍船員に労働許可・船員手帳を発給する。港湾の新規開設や改良、航

行安全施設の新設や改善を管轄する。船舶代理店・仲介業・パイロット・海運関

連サービス業に営業許可を発給し、営業基準を設け、活動を管理する。 

(7) 海難救助：外国関係機関と共同して、海難に遭遇した船舶の捜索･救難･引揚が

円滑に実施されるよう手配する。 

(8) 技術開発：船舶運行技術の向上の研究と教育、それに伴う船員への証書の発給

を行う 

(9) 規定遵守監督：海運関連各種法規の厳正な遵守を監督し、違反の摘発を行う。 

VINAMARINE の 2004 年 9 月現在の組織を以下に示す。 

                                                      
18 VMS：Vietnam Maritime Safety Agency、ベトナム海上保安庁 
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図 2-1  VINAMARINE の組織図 
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2.3 ベトナム各港の港湾管理運営状況 

2.3.1 ベトナム港湾の概況 

ベトナム国の港湾の多くは、独立前に整備されたものであり、その後は投資が十分に行わ

れず、港湾施設や荷役機械の老朽化が激しく、貨物の取扱上危険な施設も少なくない。加

えて、航路水深が十分ではなく、航路の維持浚渫が重要課題となっている。 

ベトナム政府は、MOT 所管の主要 8 港、即ちクァンニン港・ハイフォン港・ゲティン港・ダナ

ン港・クイニョン港・ニャチャン港・サイゴン港・カントー港のうち、北部のクァンニン港（新規

開発港であるカイラン港含む）及びハイフォン港、中部のダナン港、南部のサイゴン港の 4
港を重点投資港湾と位置付け整備拡張を急いでいる。 

主要 8 港の取扱貨物量（2003 年）は、40,389 千トンであり、うち輸入 19,367 千トン、輸出

9,912 千トン、内貿 11,109 千トンである。品目別には、輸出では農産品と食料品、輸入では

建設材料と化学工業品が太宗品目となっている。コンテナ貨物は 1999－2003 の年平均伸

率で26％と高い伸びを示しており、2003年には1,479千TEUに達した。ハイフォン港の377
千 TEU とサイゴン港の 1,028 千 TEU で 95％を占めている。 

 

表 2-1 主要 8 港湾の入港船舶数と取扱貨物量（2003 年） 

貨物取扱量（千トン） 港湾 入港船舶数 
合計 輸入 輸出 内貿 

コンテナ貨物

（TEU） 
クァンニン 276 1,748 1,025 491 231 1,160
ハイフォン 2,650 10,518 5,401 1,758 3,359 377,000
ゲティン 1,036 872 105 146 621 3,654
ダナン 894 2,179 825 554 800 27,163
クイニョン 1,000 2,037 720 647 670 25,532
ニャチャン 467 647 19 97 531 4,565
サイゴン 3,907 21,750 11,215 6,034 4,501 1,028,443
カントー 189 638 57 185 396 11,223
計 10,419 40,389 19,367 9,912 11,109 1,478,740

出典：Vietnam Seaport Association 
 

2010 年を目標年次とするベトナム国港湾開発マスタープランが、VINAMARINE によって

策定され、MOT の承認を経て、1999 年 10 月 12 日、首相により 202/1999/QD-TTG 号とし

て公布されている。このマスタープランでは、全国外貿取扱貨物量を 2003 年 106 百万トン、

2010 年 200 百万トンを想定し、4 項目の開発指針を上げている。 

(1) 既存港湾設備のリハビリ及び拡張 

(2) 重要経済地域（北部・中部・南部）での大水深港湾建設（3 万 DWT 以上）、コンテナ専

用港・国際ハブ港建設（5 万 DWT～8 万 DWT）。 

(3) 地方経済活性化のための地方港湾建設 

(4) 効率的港湾運営のための交通、電力、通信、上水道等のインフラ整備。 
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2.3.2 北部主要港湾 

(1) ハイフォン港 

港湾管理者：ハイフォン港湾会社（VINALINES） 

ハイフォン港は、現在、北部で最大の海港である。主要輸出品は米、トウモロコシ、スズ

その他鉱産品、セメント、材木。主要輸入品は機械類、石油製品、ワイン、スピリッツ等

アルコール類である。寄港船舶数は年間約 2,650 隻である。入港最大船型は、全長

200m、幅 26m、喫水 7.6m である。 

取扱貨物量の 2003 年実績は 1,052 万トンで、特に近年伸びの著しいコンテナ貨物は

377 千 TEU で、重量では全体の 35%を占めている。ハイフォン港で陸揚げされた貨物

のうち約 70%は 5 号線でハノイ等へ運搬されている。 

係留施設は、最大 1.5 万 DWT までのものが合計 15 有り、その内訳はバルク貨物用が

2 バース、コンテナ用 3 バース、一般貨物用が 10 バースである。また、3 千 DWT まで

のタンカー及び Ro/Ro 船用 1 バースがある。コンテナ貨物用バースは、もともと一般貨

物用のバースをコンテナ対応に改良したもの（3バース：水深-8.4m）で、1993年に JICA
調査団が入り、96 年に Phase-1 の工事を開始し 2000 年に完了した。現在、新規バース

整備（2 バース：水深-9.5m）と航路整備の Phase-2 を実施中である。航路整備は、既存

航路とは異なった新たな海へのルートを確保するもので、途中にトランシップ地点を設

けて、大型船からバージへの沖荷役を行う予定で、ハロン湾からトランシップ地点まで

は、水深-12m が確保される。 

2010 年の取扱貨物量予測は 1,200～1,500 万トンである。さらに、中国・ベトナム両国に

より、ハイフォン港が中国のトランシップ港として位置付けられたとの状況がある。このた

め、今後ハノイへの貨物輸送量の増加を国道 5 号線と内陸水運（IWT）でどのように役

割分担するのかの検討が必要である。 

(2) カイラン港 

港湾管理者：クワンニン港湾会社（VINALINES） 

カイラン港はハロン湾奥に開口幅約 300ｍで展開しているバイチャイ湾（ラグーンをなし

ており面積約 33 ㎞ 2）内に位置している。バイチャイ湾の湾口東の旧ホンゲイ炭積み出

港であるホンガイ客船港に対じした位置にある。カイラン港からハイフォン港へは直線

距離で約 40 ㎞、陸路で約 50 ㎞、ハノイからは約 125 ㎞の距離にある。カイラン港の航

路（クアルク（Cua Luc）航路）は航路延長が約 29 ㎞あり、ハロン湾内の奇岩の間を水深

-7～-8ｍで横切って外海に通じている。平均潮位が 3.1ｍあり、大型船の収容が比較的

容易なこと等から、ヴィエトナム政府は 1989 年 10,000 トン級岸壁１バース 166ｍの建設

を開始し、現在 Vegetable Oil 会社により供用されている。 

2004 年夏には「カイラン港開発プロジェクト」の第一段階（PhaseⅠの StageⅠ）が終了し、

新たに４バースが完成して基幹港湾として運用を開始している。このため、コンテナ船、

バラ積貨物船、タンカーなどの大型船舶の入出港が急激に増加し、かつこれに関連し

て内航・内水船舶の出入りも活発化することは間違いなく、これら船舶航行の危険性が

急速に高まるものと思料される。 

したがって、船舶の航行安全の確保と万が一の船舶事故による油汚染からハロン湾を

守ることが重要な課題となる。今後港湾整備にあわせ、環境に配慮しつつ、航路の整

備、航行援助施設の設置を行っていく必要がある。 
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2.3.3 中部主要港湾 

(1) ダナン港 

港湾管理者：ダナン港湾会社（VINALINES） 

本港は長い間ベトナム第３の地位にある中部地域を代表する港湾である。ダナン港は

海に直接臨むティエンサ地区とこれに近接して河川内に位置するソンハン地区とから

なるが、両者は外内貿機能を一体的に担っている。ダナン港は、同国第 3 の国際港湾

であると共に、拡大メコン開発計画案件である東西回廊事業の玄関港としても位置付

けられており、同地域開発の拠点となる中心港である。また中部経済の発展に伴いダ

ナン港の貨物取扱量は大きく増加しており(1999 年=115 万トン、2003 年=218 万トン)、
同時に海運貨物のコンテナ化という世界的潮流の下、コンテナ化率も高まっている。ダ

ナン港の貨物取扱能力を向上させ・増加する貨物量に対処するため、わが国の ODA
でティエンサ地区のバース整備、機器調達を含むコンテナ化対応を行い、またティエン

サから国道 1 号線へのアクセス道路整備と、バン川を横断する新トゥエンソン橋の建設

を行っている。 

(2) クイニョン港 

港湾管理者：クイニョン港（VINAMARINE） 

本港はクイニョン湾に位置する天然の良港であり、中部地域におけるダナン港以南の

最大の港湾である。2003 年の入港隻数、取扱貨物量、コンテナ取扱量はそれぞれ

1,000 隻、204 万トン、26 千 TEU で、1999 年の 575 隻、104 万トン、12 千 TEU から倍

増している。 

中部地区港湾の課題は以下のとおりである。 

中部地区にはベトナム第 3 位のダナン港があるが、これはハン川に沿ったソンハン港

区とダナン湾の南側の岬の内側に位置するティエンサ港区の総称であり、両港区とも

大幅な拡張は地形的に困難な状況である。このため、ダナン湾の中のリエンチュウ地

区、ダナンの北 40km に位置するチャンメイ地区、ダナンの南 120km に位置するズンク

ワット地区に新港の計画がある。しかし、3 地区とも波浪を遮断する防波堤はなく、係留

施設の設置は不可能な状況にある。ベトナム国中部地域は、今後経済発展に伴う貨

物の増加が明らかな他、ラオス、タイに発着する貨物の取り扱いも期待され、大きな港

湾需要が見込まれるので、計画的な整備が緊急の課題となっている。また、新たな産

業立地のための港湾開発も大きな課題である。これら３ヶ所の港湾開発候補地におけ

る課題は次のようにまとめられる。 

① 地域開発の引き金として期待される港湾開発 
→ チャンメイ港開発 

② 中部地域の流通拠点の港湾 
→ リエンチュウ港開発 

③ 石油コンビナートを中心とした工業開発計画のインフラ機能 
→ ズンクワット港開発 

2.3.4 南部主要港湾 

(1) ホーチミン市地域の港湾 

ホーチミン市地域は、全国の港湾貨物の約半分を扱う港湾施設を擁し、経済活動が極

めて活発な地域である。その中でも代表的な港湾として挙げられるのが、サイゴン港、

タンカン港、ベンゲ港及びベトナム国初のコンテナ専用港である VICT（Vietnam 
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International Container Terminals）の 4 港である。これらの港の概要を表 3-2 に示す。 

これら４港の貨物取り扱い状況を見てみると、2003 年値は表 3.3 のとおりであり、ベトナ

ム国全体にとって極めて大きな比重を占める港湾群であることがわかる。ただし、各港

の港湾管理主体はすべて異なっており、効率的・効果的な港湾管理の確保という点か

らは大きな問題を有している。また、港湾活動・船舶航行という観点から見ると、例えば、

サイゴン港に入港するには、ブンタオ地区にある錨地で待機後、ソイラップ航路、また

はロンタオ航路を航行して入港することとなるが、このうちソイラップ航路は航路幅が狭

く、水深も 5ｍないし６ｍと浅い。一方、ロンタオ航路は、航路幅は同じく狭いが、水深は

深く、毎年若干の浚渫を行えば水深-8.5ｍは確保できるとのことであるが、河川港に起

因するこのような航行上の問題（水深、川幅、蛇行等）から、これら諸港に常時入港でき

るのは 15,000DWT の船までとされ、加えて夜間の航行に制約があり、さらにはブンタオ

地区からパイロットの乗船が義務づけられているなど、港湾の利用面から大きな制約を

抱えていることも事実である。 

表 2-2 ホーチミン市地域の港湾 

項目 小項目 サイゴン港 タンカン港 ベンゲ港 VICT 
管理主体 サイゴンポートカン

パニー 
（ VINALINES 系
列の国営企業） 

サイゴンニュ―
ポートカンパニ
ー（国防省系列
の国営企業） 

ベンゲポート
（ホーチミン地
方 人 民 委 員
会 系 列 の 公
的企業） 

FLDC （ 民 間
共同企業体）

位置 ブンタオ錨地から
約 85ｋｍ上流 

サイゴン港のや
や上流及びカッ
トライ地区 

サイゴン港の
やや下流 

ブンタオ錨地
から約 74ｋｍ
上流 

主要施設 バース数 17 5 4 3 
 岸壁延長 2,667ｍ 1,004ｍ 816ｍ 500ｍ 
 岸壁水深 ‐9.7～-12.1ｍ -9.5ｍ 

（最大） 
-9.5ｍ -10ｍ 

ブイ 25 基  7 基   
航路水深 ‐8.5ｍ ‐8.5ｍ ‐8.5ｍ ‐8.5ｍ 

 対象船舶 32,000DWT 
（最大） 

30,000DWT（最
大） 

30,000DWT
（最大） 

30,000DWT

 荷役機械 ガントリークレーン
２基、モビールクレ

ーン他 

固定及びレー
ルマウント他 

モビールクレ
ーン 

ガントリークレ
ーン他 

維持管理 
（航路） 

 VINAMARINE 

表 2-3 ホーチミン市主要港湾の貨物量 

サイゴン港 
タンカン港 
ベンゲ港 
VICT 港 

1,089 万トン（うち、コンテナ貨物：24.0 万 TEU） 
750 万トン（うち、コンテナ貨物：70.0 万 TEU） 
300 万トン（うち、コンテナ貨物：8.9 万 TEU） 
コンテナ貨物：30.0 万 TEU 

 

(2) チーバイ川に沿った港湾群 

チーバイ川はホーチミン市とタンタン郡の境を流れる河川である。この河川沿いに、ド

ンナイ港、バリアセレス港、フーミー地区の港、カイメップ港などの港が位置している。こ

のチーバイ川も、水深、川幅、航路蛇行等の航行上の問題から夜間等について航行

の制限がある一方、沿岸部には工業団地や発電所の立地計画があり、一部企業が既

に立地しているとのことである。その関連もあり、フーミー地区とカイメップ地区では総合
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港湾開発の計画が立てられている。特に、フーミー地区については首相承認２０２通達

の港湾システムのマスタープランでも位置付けられており、計画内容はもちろんのこと、

ベトナム国側の考え方等について十分なレビュー・調査が必要である。 

カイメップ地区のあるホックホア地区は 87 平方キロメートルの土地に 15,000 人強の人

が居住しているが、その対岸、チーバイ川の右岸はほとんど密林地帯となっている。こ

のようにチーバイ川を挟む両岸一帯の地域はマングローブが繁る低地であり、その開

発にあたっては、環境面からの配慮が不可欠である。 

(3) ブンタオ地区の港湾群 

ブンタオ港はホーチミン市の南東約125キロに位置し、サイゴン川、メコン川を遡上する

航行船舶のパイロットステーションになっている。また、サイゴン港に入港する船舶の錨

地として機能するなどサイゴン港の外港であり、また石油の取り扱い港湾として重要な

役割を果たしている。 

当地域の海岸は一般に遠浅海岸であり、しかも少し沖合に出るとある程度の水深が確

保できることから、過去に海面を埋め立てて大型船舶が係留できる大水深港湾を建設

する計画が、外国企業によって検討された経緯がある。また、ベンディンサオマイ地区

は、海岸線に沿って漁村が形成されており、3.77 平方キロの広さに、17,130 人の人々

が居住する比較的人口密度の高い地区である。 

(4) 南部港湾開発計画 

南部地域においては、HCMC、ドンナイ省、バーリア・ブンタオ省などが様々な港湾プ

ロジェクトを考えている。マスタープランで検討した結果、背後の開発空間、荷主企業

の立地状況、既存の工業開発計画、他の社会資本整備計画等を考慮すると、バーリ

ア・ブンタオ省のチーバイ川沿いに大水深港湾を整備することが地域全体の発展とい

う観点からみて適切であるとの結論に達し、カイメップ-チーバイ国際港湾建設計画が

始動した。 

この港湾整備はサイゴン港をはじめとするホーチミン市の中心部の交通混雑緩和や港

湾都市再開発促進にも大きく貢献する。 

2.4 港湾運営に係る法律改正 

2.4.1 現状の法制度 

ベトナムには港湾のコンセッション契約を民間或いは外国のオペレーターと結ぶための具

体的な法的枠組みはまだ存在しない。 

ベトナムへの投資は、外国投資法(この法律は 1990 年に制定され 4 度の改訂を経て今日の

Low No.18/2000QH10 に至っている)および同施行細則(Degree No.24/2000/ND-CP) によ

り出資比率が 30%以上と定められ、100%出資での参入も可能であるが、物流サービス分野

を含むいくつかの分野については首相承認事項となっており、進出が規制されている。外

国投資を規制する最近の政令(Decree 27)によれば、事業輸送機関の形式に関する制限に

関して、海路輸送への外国投資は事業協力契約或いは合弁事業のみを行うことが出来ると

規定している。 

一方、2001 年 12 月に発効したアメリカとの二国間通商協定(BTA)によれば、米国の投資会

社に物流ビジネス分野を開放することを約束している。BTA の施行日の 3 年後に、流通サ

ービス分野において、ベトナムと米国企業の合弁事業は、米国側の出資比率が 49%を超え

ない限り設立してよく、施行日から 7 年後には 100%米国出資の企業を設立しても良いこと

になっている。 

1998 年 8 月 15 日付で公布された政令(Decree No.62/1998/ND-CP)によって、BOT、BTO、
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BT などのメニューが用意され、港湾の建設、オペレーション、海運・航空運輸、石油・ガス

開発、郵便・通信などの分野で外国資本の参加を促すものとしている。免許は、首相が承

認し、MPI が発行する。また、首相は地方政府に免許の権限を委譲することも出来る。しか

し、これまでのところ外資 100%の免許は与えられておらず、ベトナム側が過半のシェアを有

する JV 形式での参入のみが実現している。 

現在、首相の承認を待っている港湾インフラの投資と回収に関する政令では、国内外の投

資家がベトナム国内の港湾に投資し、港湾施設を建設、運営することを積極的に奨励する

方針である。この政令によれば、公共の港湾施設を国内外の企業にリースして運営させるこ

とも認めている。また、投資者に対して、投資資金回収目的のために料金徴収権も認めて

いる。従来、港湾局は収入の全額を政府に上納し、自らの必要経費は予算として政府より

再配分されていたが、当政令発効により、自港湾の開発及び整備費用は港湾運営収入の

中から自らの裁量で直接出費できるようになる。 

2.4.2 カイラン港の予備的コンセッション契約 

上記政令が未承認の現在、今年 6 月に全面開港したカイラン港の管理･運営については、

将来カイメップ・チーバイ国際港湾に民間オペレーターを国際入札で導入する計画の予備

計画(Pilot Scheme)として、ベトナムでは初めて港湾インフラの所有権者と運営権者を分け

る試みが首相決定で実施されることとなった。 

カイラン港は、わが国の ODA 資金によって、VINAMARINE 管轄の MPMU を実施機関と

して、建設されたコンテナバース及び雑貨バースから成る深水港湾である。従来であれば、

このような場合、VINAMARINE が所有・管理・運営を行う権利を有するが、VINAMARINE
には管理･運営能力が不足のため、完成後その全てを VINALINES に委譲するのが常識

であった。 

しかし、公共港湾の所有・管理・運営は、所有と管理(モニター)を公共が行い、その実質的

管理・運営は専門のオペレーターに任せる方法が、特に国際コンテナ港湾においては世

界的潮流である。そこで今回は、この世界で普及した方法をベトナムに導入するためのパイ

ロット計画として、所有権は VINAMARINE に残し、運営を VINALINES の子会社であるク

ワンニン港湾会社にリースすることとなった。 

カイラン港のコンセッション契約の概要は次の通りである。 

1. 貸付者：VINAMARINE（運輸省）、首相任命。 

2. 借受者：クワンニン港湾会社（VINALINES）、大蔵省が国家財産の管理・運営を

指定。 

3. 貸付者の義務：国家予算への返金、不定期の補修、借受者の要求に基づき合法

的な拡張・改良、その他。 

4. 借受者の義務：リース料の支払い、インフラの技術仕様変更禁止、定期補修・維

持管理、追加荷役機械・施設への投資、その他。 

5. 契約の承認権者：大蔵省（運輸省の合意） 

6. リース料：5 年に一度の見直し、或いはインフレ率が 10%以上の場合。 

7. リース期間：契約による。ただし、最長 25 年間。 

8. 契約変更：期間中の変更可能。大蔵省が運輸省と協力して変更手続きを指定。 

9. 評価：運輸省が大蔵省、MPI、クワンニン省、その他関係者と協力して本パイロット

計画をレビュー・評価し、首相へ報告する。 
 

ベトナム運輸省次官は、カイメップ-チーバイ国際港湾のオペレーター選定については、国
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際競争入札の導入に積極的意向を 2004 年 10 月に JICA D/D 調査団に表明した。同時に

次官は、外国オペレーターの単独入札は望んでおらず、あくまでもベトナムオペレーターと

のジョイントベンチャーによる参入を条件と考えているようである。上記カイラン港コンセッシ

ョン契約のパイロット計画の実施により、外国オペレーター導入に対する国内の諸問題を洗

い出し、改善する意向と思われる。 

参考 

カイラン港の管理運営に係る賃貸契約（Lease Contract） 

 

• ベトナム共和国国家委員会（State Committee）で制定された 1989 年 9 月 25 日付、「経

済契約に係る条例（Economic Contract Ordinance）」に従う。 

• 1990 年 1 月 16 日付で閣議決定され、「経済契約に係る条例」の施行細目を述べた「法

令 NO.17-HDBT」に従う。 

• 予備計画(Pilot Scheme)として制定された、2003 年 11 月 6 日付、カイラン港港湾施設

の賃貸契約に係る「首相決定 NO.228/2003-/QD-TTg」に従う。 

 

賃貸人： VIETNAM MARINE ADMINISTRATION (VINAMARINE) 

住所： 8 Pham Hung Str., Cau Giay Dist., Hanoi 

電話： (04)7683197/7683065 Fax:(04)7683058 

E-メール： csht@vinamarine.gov.vn 

口座番号： VND:030.01.01.0006102 

銀行： Marine Joint Stock Bank-Hanoi Branch 

代表： Mr. Chu Quang Thu, Acting Chairman of VINAMARINE 

ここで、上記賃貸人を“Party A”と呼ぶ。 

 

賃借人： QUANG NINH PORT 

住所： 1 Cai Lan Str., Bai Chay Dist., Ha Long City, Quang Ninh Prv. 

電話： (033)625889/628777 Fax:(033)826118 

E-メール： quangninhport@hotmail.com 

口座番号： VND:05001010001080; USD:05001370001083 

銀行： Marine Joint Stock Bank-Quang Ninh Branch 

税コード： 5700100237 

代表： Mr. Vu Khac Tu, Director 

ここで、上記賃借人を“Party B”と呼ぶ。 

 

両者は、次の条件のもとで、カイラン港港湾施設の賃貸契約に合意した。 
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第一項：賃貸資産（Leasing Property） 

Party B は、管理・運営および開発を目的として、Party A が所有するカイラン港港湾施設を

賃借する。港湾施設は、1996 年 7 月 25 日付「首相決定 NO.483/TTg」で投資が決定され

た、カイラン港プロジェクトに係る次の施設を含む：No.5、NO.6 および NO.7 バース、泊地、

事務所、ヤード、上屋、電気・水道システム、臨港道路。施設の詳細は、添付された

Appendix Ⅰに示すものとする。 

第二項：賃貸期間（Lease Period） 

１．賃貸期間は、Party A が Party B に施設を貸与後から 25 年とする。 

２．同項第一節で述べられた賃貸期間終了後、両者の合意のもとで、関連機関の決定によ

って延長することができる。 

第三項：Party A の権利と義務（Obligations and Rights of Party A） 

Party B に対し、管理・運営のために賃貸資産を移行するに先立って、第一項で記述された

港湾施設を公共のものとするための手続きを完了する。 

1. Party B に賃貸資産に係る完成図面を譲渡する。 

2. Party B によって支払われた全ての賃貸料金を回収し、国庫に返納する。 

3. 航路および泊地の安全な設計水深を維持する。 

4. 不可抗力（Force Majeure）により被った賃貸資産への損害に対して、臨時の補修を行

う。 

5. Party B によって行われる保安および安全対策、爆発および火災予防、そして環境保

護対策を監視し、そして検査する。 

6. 維持期間中に Party B の責任とならない損害が起こった場合、賃貸資産の損害部分を

修復する。 

7. マスタープランで承認された地域および国全体の需要の伸びに適合するように、施設

の建設および改善に係る投資をするかどいうかの権利については、Party A が保持す

る。この場合、Party A は、Party B が積極的に事業計画を立てられるように、建設ある

いは改善の実施に先立つ少なくとも 180 日前にその詳細を Party B に伝えるものとす

る。 

8. 港湾のオペレーションが賃貸資産の建設や改善作業によって中断されないように、

Party A は保証する。もし中断が起こりオペレーションに影響を与えた場合には、賃貸

料金の免除や減額のために、損失コストの細目が両者によって決定されるものとする。 

9. 港湾施設が適切な目的のもとに使用されているか、あるいは技術仕様に適合している

かどうかを確認するために、賃貸資産の運営・開発、維持補修を監視し、検査するもの

とする。 

10. 上記以外にも法律のもとで定められた所有者としての権利および義務を遂行する。 

第四項：Party B の権利および義務（Obligations and Rights of Party B） 

1. 港湾施設が正当な目的のために、そして技術仕様にしたがって使用されることを確実

にするために、技術基準にしたがって賃貸資産の管理・運営を計画する。 

2. Party B あるいは第三者によって引き起こされた賃貸資産に対するいかなる損害に対

しても責任を有しており、損害が発生した場合には Party A に報告する。 

3. 賃貸資産は、他に譲渡してはいけない。 
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4. 本契約の第五項にしたがって、適切な時期に Party A に全ての支払いを行う。支払い

が遅れた場合には、ベトナム国立銀行の公表レートに基づいて、支払い期日から計算

された遅延期間に応じた総額に相当する利息を、Party B が支払うものとする。ただし、

Party B が遅延に対する正当な説明を行った場合には、この限りではない。 

5. 適切なオペレーションをするために、賃貸資産に対する定期的な維持補修について、

計画をたて、実行し、それを Party A に文書で報告する。賃貸資産の維持補修は、法

律にしたがって実施されなければならない。賃貸資産の維持補修の実施に先立って、

もし必要なら、Party B は Party A にその監督を要請することとする。 

6. Party B は、Party A から引き渡された賃貸資産に係る書類を登録する。 

7. 賃貸資産の事業を別勘定として、Party A に財務報告を行う。 

8. 当局によって定められた船舶の必要水深を確保するために、自己資金で、NO.5、

NO.6 そして NO.7 バースの泊地の維持浚渫を行う。 

9. 法律およびベトナムと他の国々との間で結ばれた条約にしたがい、オペレーション期

間中に、保安および安全対策、爆発および火災予防、そして環境汚染対策を講じる。

もし遂行できなかった場合、Party B は Party A に即座に報告し、有効な解決を図るた

め関係機関と調整をすすめるものとする。 

10. 本賃貸契約の第一項で述べられた事務所、ヤードそしてワークショップについては、

他の賃借人にも借り出しするものとする。 

11. オペレーションの効率化のために、機器および施設への更なる投資を行う。これらの

機器および施設がカイラン港の港湾施設に追加される場合には、Party B は Party A に

文書で許可を受けるものとする。賃貸契約終了後、Party A はそれらの機器や施設を

Party B から買い上げることができる。 

12. 法律のもとで定められた料金を徴収するものとする。 

13. 賃貸資産の開発の過程で、自身の商標を登録し公表する。 

14. 上記以外にも、法律のもとで定められた他の権利および義務を遂行する。 

第五項：賃貸料金、賃貸期限および支払い(Rent Fee, Lease Period and Payment) 

1. 賃貸料金 

 a. カイラン港建設計画のプロジェクトコストを承認した 2003 年 11 月 3 日付「決定書

NO.3247/QD-BGTVT」の中で、MOT によって承認された入札額およびその修正

金額に基づき、賃貸資産の純価格が試験的に設定された。上記賃貸資産を設定

後、審査当局による賃貸資産を承認した「決定書（Decision）」にしたがい、純価格

が再評価された。 

  賃貸資産の投資のため、JBIC によって資金提供を受けた借入金に課せられた利

息は、賃貸資産の純価格の中に含まれない。この利息は、国庫に入るオペレーショ

ン収入から支払われる。 

 b. 賃貸資産の使用期間は、管理、使用そして固定資産に係る「財務省決定書 NO. 
206/2003/QD-BTC」に基づき、決定される。埠頭およびヤードの使用期間は 50 年

である。 

 c. 賃貸料金は固定部分と可変部分の二つからなり、可変部分は賃貸資産に係る

Party B の実際の年間収入によって決められる。これらは、審査当局により承認を受

ける。詳細は以下のとおりである。 

 2004 から 2005 年の間：賃貸料金は Party B に課されない。 
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 2006 年以降：賃貸料金は以下に従う。 

 固定部分：2006 年には賃貸資産の年間平均原価償却費の(xx1)となる。それ以降は

年間、賃貸資産の年間平均原価償却費(xx2)％；さらに 2016 年には賃貸資産の年間

平均原価償却費の(xx3)％；そしてその後 2 年間は年間(xx4)％となる。2019 年以降は

賃貸資産の年間平均原価償却費の 100％となる。 

 可変部分：5 年間（2006 年－2010 年）は総売上高の xx％となる。次の 5 年間は年間

xx％、さらに次の 5 年間は xx％/5 年間；2026 年から最後の 3 年間（2026 年－2028 年）

は xx％となる。 

 各年の賃貸料金は、賃貸契約書の Appendix Ⅱに具体的に示される。 

2. 支払期限 

 支払いは、年間 2 回に分けて行われる。 

 1 回目：8 月の最終週、2 回目：翌年の 2 月の最終週 

3. 支払い方法 

 賃貸料金の支払いは、本項第2 節に決められた受取人である Party A に電子送金によ

り行われる。 

第六項：賃貸料金の改正（Amendment of Rent Fee） 

賃貸料金は次の場合に改正される： 

1) 5 年ごとに見直し 

2) サービス料金の値上げ、および賃貸料金設定時に比べ貨物量あるいは年間の総売

上高に 10％以上の増加があった場合 

3) 賃貸料金設定時に比べ 10％以上の物価指標の上昇があった場合 

4) Party A によってより進んだ技術仕様で賃貸資産の投資が行われた場合か、賃貸資産

が決められた償却期間後に再投資が行われた場合 

5) 不可抗力（Force Majeure）による契約不履行の場合 

6) 港湾の管理・運営についての国の法律、規則そして政策が変わった後、Party B の事

業利益を遵守する試みが行われた場合 

第七項：不可抗力（Force Majeure） 

1. 「不可抗力」とは、当事者の制御の及ばないもの、予測できないもの、かかる当事者が

契約の締結前に適当な対応策を講じ得なかったものである。 

2. Party A は「不可抗力」によって生じた賃貸資産の損害の修復を行う責任がある。Party 
B が「不可抗力」によって負うべき損害や損害の修復に要した費用について、Party A
はその責任を負うものではない。 

3. 賃貸資産のオペレーションに制限や中断がある場合、両者の合意のもとで、部分的な

賃貸料金支払いの免責が可能となる。 

4. 賃貸資産のオペレーションに6 ヶ月間の中断が生じた場合には、Party BはParty Aに

文書による通知を行うことで賃貸契約を解約することができる。 

5. Party B が「不可抗力」により生じる損害を軽減するために必要な全ての対策を講じな

かった場合には、Party B はその損害の修復全てに責任を負う。 

第八項：賃貸契約の改正（Leasing Contract Amendments） 
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契約に係るあらゆる修正と追加は、2003 年 11 月 6 日付「決定書 NO.228/2003/TTg」と両者

の文書による合意にしたがうものとする。 

第九項：契約の終了（Contract Termination） 

1. 国家安全保障、および国が賃貸契約の満了前に港湾のオペレーションを終了すること

を要請する何らかの理由のために、Party A は契約の終了に係る権限を保持する。

Party B は、機器への投資や契約終了に伴い発生した損失を補填される。賃貸料金の

支払いは契約終了時まで行われる。 

2. 次のような場合には、運輸省や財務省への報告を経て、Party A は契約を解除すること

がある。 

 (a) Party B が事業を他に転移した場合 

 (b) オペレーション開始後、賃貸料金が Party A に 6 ヶ月間支払われなかった場合 

 (c) Party B による解約、合弁株式会社への移行、他の組織への編入、そして Party B
のオーナーが代わった場合 

 (d) 契約の履行に直接影響する、Party B の法律上の契約違反 

 (e) Party B の倒産 

第十章：賃貸資産の引渡し（Handing Over the Leased Property） 

1. 賃貸契約終了後、現存港湾施設、賃貸資産の完成図面、改良・復旧・維持補修文書

等、全ての賃貸資産は Party A によって指定された期日に Party A に引き渡される。 

2. 上記賃貸資産が Party B から Party A に指定期日に引き渡されなかった場合には、次

の式から計算された補償額を、Party B が Party A に支払わなければならない。 

 補償額＝（1.5ｘ年間賃貸額ｘ遅延期間）／365 日 

第十一章：一般（General） 

1. 契約の履行に関し、両者は互いに十分な協力と契約の施行に適した環境をつくるた

めの約束を交わすものとする。 

2. Party A は、引き渡し後できるだけ早い時期に、賃貸資産の管理・運営を行う上で適し

た環境をつくりあげなければならない。 

3. Party A は Party B との連携の中で、円滑な貨物移動を促す道路システムの建設に関

して、審査当局への報告を行う義務を有する。 

4. Appendix ⅠとⅡは、本契約書の一部を形成する重要な文書である。 

第十二項：紛争の解決（Resolution of Disputes） 

1. 両者は、契約施行中に起こったあらゆる紛争を解決するために、できうる限りの努力を

しなければならない。そして、両者の直接の対話によって解決することが、まず試みら

れなければならない。 

2. 両者の和解が成立しなかった場合には、商業会議所による仲裁か（Commercial 
Arbitration）、クヮンニン県の経済法廷（Economic Court)で裁定を受けることになる。 

第十三章：契約の発効（Contract Implementation） 
本契約は、署名された日および財務省の承認を得て発効する。 
本契約書については、同じ内容で、なお且つ法的有用性をもたせたものを 6 部用意する。

そして、Party A と B が夫々2 部、財務省が 1 部そして運輸省が 1 部を保管する。 
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APPENDIX Ⅰ 
賃貸資産リストおよびその技術仕様 

# 項目 技術仕様 
1 バース NO.5,6,7 バース NO.5：バース長 220m、水深－13ｍCD 

バース NO.6：バース長 200m、水深－13ｍCD 
バース NO.7：バース長 200m、水深－13ｍCD 

2 コンテナ管理棟 B130 サイズ：長さ 39.6ｍｘ幅 23ｍ＝面積 910ｍ2 
6 階建て（高さ 26.7ｍ） 
‐娯楽施設：230ｍ2；事務所：640ｍ2、他サービスルーム 
‐階段 2 箇所、エレベーター1 基（重量 600kg、9 人乗り） 
（その他、同階に 70～80m2 の隣接した 3 部屋あり、政府ス
タッフの管理室として使用される） 

3 港湾サービスセンターB050 サイズ：長さ 94.8ｍｘ幅 21.6ｍ 
4 一般貨物ヤード管理棟 サイズ：長さ 32.4ｍｘ幅 11.4ｍ＝370m2（2 階建て） 
5 コンテナゲート B140 サイズ：長さ 60.8ｍｘ幅 22ｍ＝1,338m2、高さ 6.5ｍ、 

8 レーン（イン＆アウト）、トラックスケール 2 基（65 トン） 
6 主ゲート サイズ：長さ 50.8ｍｘ幅 11ｍ＝558.8m2、高さ 6.5ｍ、 

8 レーン（イン＆アウト／重車両用 1 レーン） 
7 上屋 B090（一般貨物用） サイズ：長さ 144.42ｍｘ幅 32ｍ＝4,621m2、高さ 15.7ｍ、上

屋 1 棟：4,416m2、事務所：192m2 
8 コンテナ荷造り場 B180 サイズ：長さ 144.42ｍｘ幅 32ｍ＝4,621m2、高さ 15.7ｍ、上

屋 1 棟：4,416m2、事務所：192m2 
9 ヤード、舗装 アスファルト舗装（含むポートアクセス）：42,000m2 

ヤード：－マカダム：131,700m2 
    －ICB：103,788.52m2 
        －コンテナ積み場および検査場：3,038m2 
    －舗装および分離線：809m 
    －フェンス：1,451m 

10 コンテナ置き場 B160 サイズ：長さ 36ｍｘ幅 21.6ｍ＝778m2、高さ 10ｍ 
11 メンテナンスショップ B110 

（コンテナ用） 
サイズ：長さ 54ｍｘ幅 32ｍ＝1,728m2、高さ 16.55ｍ、 
メンテナンスエリア：1,344m2、事務所：256m2、 
洗車場：128m2 

12 変電所 NO.1 B070 
（一般貨物用） 

サイズ：長さ 21ｍｘ幅 12.6ｍ＝265m2、高さ 8ｍ、 
4 区画（高圧、低圧、発電機他） 

13 変電所 NO.2 B120 
（コンテナ用） 

サイズ：長さ 21ｍｘ幅 12.6ｍ＝265m2、高さ 8ｍ、 
4 区画（高圧、低圧、発電機他） 

14 照明設備 照明灯 24 基（高さ 30ｍ） 
15 電気設備 ‐電気設備：変電所 2 基（1,000KVA 変圧器）、発電機 1 基

（400KVA） 
‐道路用照明灯：72 基（高さ 15ｍ） 
‐電話設備：PABX（外線 50 ライン、内線 400 ライン） 
‐消火設備：火災検知器、煙検知器、熱検知システム、消火
用ポンプ 2 基（120m3/hx80mx45kw） 

16 給水設備 B060 サイズ：長さ 16.4ｍｘ幅 16.4ｍ＝269m2、高さ 36ｍ 
水槽 1 基：1,000m3、給水塔：120m3 

17 ポンプ場 B65 サイズ：長さ 13.2ｍｘ幅 4.55ｍ＝60.06m2、高さ 3ｍ 
18 機械関係 B110 ビルディング用 5 トンクレーン 
19 下水処理施設 サイズ：長さ 14.5ｍｘ幅 10.375ｍ＝150.4m2、高さ 4.5ｍ 

‐ポンプ 4 基：50m3/日ｘ20ｍｘ5kw 
‐下水処理設備 1 基：400m3/日 

20 主ゲートの計量施設 B080 
(一般貨物) 

サイズ：長さ 15.82ｍｘ幅 4.22ｍ＝68m2、深さ 1.82ｍ 
‐設備：コンピューター、スクリーン 

21 給油設備 B170（コンテナ用） 事務所サイズ：10ｍｘ8ｍ＝80m2、高さ 4.1ｍ 
燃料タンク：3,000 リッター用 2 基 
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第3章 協力への提言 

3.1 協力の基本方針 

本プロジェクトは①VINAMARINE の港湾行政及び港湾管理能力の強化及び、②ベトナム

国のゲートウェイ港湾におけるターミナル運営の効率化を目的として実施する技術協力プ

ロジェクトである。 

本プロジェクトの主眼は、ベトナム側が自立的に効率的な港湾管理･運営を実施することが

可能となるようベトナム側カウンターパートに対し、技術移転を行うことにある。さらに、本協

力を通じて、非政府セクターの港湾運営参入政策やカイメップ・チーバイ港の振興計画の

策定方法、港湾管理運営のための官民パートナーシップのガイドライン、オペレーターを入

札により選定するための各種入札書類の策定及び選定方法についてのモデルを提示し、

ベトナム全国に展開する港湾の管理・運営体制を整備するものである。ただし、第 4 年次以

降の作業については中間評価の結果を踏まえ、プロジェクト目標、活動、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽｹｼﾞｭｰ

ﾙ、投入量などを再検討し、プロジェクトの専門家と十分協議の上、対応を検討することとす

る 

3.2 協力の対象地域及び関係者 

(1) 対象地域 

ベトナム国の全港湾を対象とするものとする。また、カイメップ･チーバイ港をモデル港

湾として、同港の非政府セクターの港湾運営参入戦略、振興計画、オペレーターを選

定するための各種書類案を作成する。 

(2) 関係省庁 

ベトナム国 運輸省 

(3) カウンターパート 

ベトナム国 運輸省 海運総局（VINAMARINE） 

(4) 受益者 

ア． 直接裨益対象者：運輸省 海運総局（VINAMARINE） 

イ． 間接裨益対象者：港湾管理者、港湾オペレーター、港湾利用者（荷主、船会社、

物流業者） 

3.3 求められる成果 

本プロジェクトに達成が求められる成果およびその指標は次に示す通り。なお、各年度の

成果にかかる指標は、合同調整委員会による協議結果を踏まえ、毎年度末に JICA 社会開

発部及びベトナム事務所等がその成果を確認することとする。また、第三年次の成果につ

いては、JICA が別途実施する中間評価の結果をもって総合的な判断を行うこととする。 

(1) 第一年次：2005 年 2 月～2005 年 7 月 

① 成果 
• JICA ベトナム事務所、現地専門家及びベトナム国関係機関との協議を通じ

具体的なプロジェクト活動方針が定まる。 
• VINAMARINE がベトナム国のゲートウェイ港湾の運営･ 振興戦略に関する

情報収集・分析を行うための支援を行う。 
• VINAMARINE が港湾運営の非政府セクター参入を促進するため、港湾管
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理･運営に関する官民の役割に関する検討の支援を行う。 
• VINAMARINE が港湾運営の非政府セクター参入を促進するため、法制度・

規則の分析支援を行う。 

② 指標 
• ＰＤＭ、ＰＯを含むインセプションレポートが作成され、ベトナム国側との合意

が得られる。 
• ベトナム国のゲートウェイ港湾の運営･振興についての戦略に関する現況を

取りまとめられる。 

(2) 第二年次：2005 年 8 月～2006 年 3 月 

① 成果 
• VINAMARINE がカイメップ･チーバイ港の振興戦略を作成する 
• VINAMARINE が、港湾運営の非政府セクター参入を促進するため、港湾管

理・運営に関する官民の役割を再定義にする。 
• VINAMARINE が、港湾運営の非政府セクター参入を促進するため、港湾管

理・運営に関する規則体系を整備する。 
• VINAMARINE の港湾行政・管理能力を向上させるため、港湾保安計画作成

及びベトナム国の港格を分類するための支援を行う。 

② 指標 
• カイメップ・チーバイ港の振興戦略が策定される。 
• 港湾管理運営のための官民パートナーシップのガイドラインが作成される。 
• 港湾管理・運営に関する規則体系が整備される。 
• VINAMARINE の港湾保安・港格分類に係る能力向上が図られる。 

(3) 第三年次：2006 年 4 月～2007 年 3 月 

① 成果 
• VINAMARINE がゲートウェイ港湾の非政府セクター参入政策を作成する。 
• VINAMARINE の規則体系整備能力に関するモニタリングを行う。 
• VINAMARINE が非政府セクターの港湾オペレーター選定書類を策定する。 
• VINAMARINE が港格に応じた港湾管理体制案を作成するための支援を行

う。 

② 指標 
• ゲートウェイ港湾運営の非政府セクター参入政策が作成される。 
• 技術移転された VINAMARINE の規則体系整備能力が定着する。 
• ベトナム国港湾の運営に関する標準入札書、標準契約書が作成される。 
• ベトナム港湾において港格に応じた管理体制案が作成される。 
• カイメップ･チーバイ港のオペレーターを入札により選定するための各種入札

書類やビジネスプランが作成される。 

(4) 第四年次：2007 年 4 月～2008 年 3 月 

① 成果 
• VINAMARINE の非政府セクター参入するための港湾管理能力に関するモ

ニタリングを行う。 
• VINAMARINE が港湾開発・管理に関する基本戦略を作成するための支援
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を行う。 
• VINAMARINE が効率的な港湾管理を行うために必要な、統計や手続きの

簡素化等に関する分析をするための支援を行う。 

② 指標 
• 技術移転された VINAMARINE の非政府セクター参入するための港湾管理

能力が定着する。 
• 港湾開発・管理に関する基本戦略が作成される。 

(5) 第五年次：2008 年 4 月～2008 年 7 月 

① 成果 
• VINAMARINE が効率的な港湾管理を行うために必要な、統計や手続きの

簡素化等に関する分析をするための支援を行う。 
• 港湾管理体制の改善状況に関するモニタリングを行う。 

② 指標 
• 港湾行政・管理改善計画が作成される。 
• 港湾行政・管理改善計画に基づき港湾管理体制が改善される。 

3.4 実施上の留意点 

(1) プロジェクト目標と自立発展性の重視 

本プロジェクトでは、ベトナム国の港湾行政を所掌する VINAMARINE の港湾行政及

び港湾管理能力の強化と 2010 年頃に供用が予定されているカイメップ・チーバイ港を

モデルとしたゲートウェイ港湾のターミナルの運営効率化を目標としている。プロジェク

トを通して、非政府セクターの港湾管理･運営参入も含めた港湾管理制度を改善すると

ともに、カイメップ・チーバイ港をモデル港湾として非政府セクターの港湾運営オペレー

ターの選定方法を取得することを活動の主眼としている。そのためには、期待される成

果物とともに OJT が必須であり、ベトナム側も十分な OJT（on-the-job-trainning）を望ん

でいる。非政府セクターの港湾運営オペレーターの選定については、本契約終了まで

にカウンターパートが持続的に非政府セクターの港湾オペレーターの選定ができるよう、

技術移転に最大限の配慮を払う。 

(2) 他のプロジェクトとの協調 

ベトナムでは、ＪＩＣＡやＪＢＩＣなどが港湾・交通関係の協力をおこなっているが、その中

で、以下のものについては、本調査と密接に関係していることから、ＪＩＣＡベトナム事務

所などの協力も得つつ、それぞれの関係者との意見交換に努めること。 
• JICA 個別専門家（交通運輸政策） 
• JICA 開発調査（カイメップ・チーバイ国際港湾ターミナル建設計画実施設計調査） 
• JBIC 円借款 （カイメップ・チーバイ港整備事業） 

(3) カウンターパートへの技術移転 

本プロジェクトは、ゲートウェイ港の振興計画、港湾運営の非政府セクターに関する規

則体系の整備、非政府セクターを選定手法に関する技術移転を行うことを目的として

おり、PDM 及び P/O で示された活動は、主に専門家とカウンターパートである

VINAMARINE との協同作業となっており、活動ごとの専門家とカウンターパートの役

割分担は A/I に示されている。これらの活動を通して、港湾運営の非政府セクター参入

を含む港湾行政・管理に関する人材や組織の能力が開発されるとともに、港湾運営の

非政府セクター参入に係る規則体系整備やゲートウェイ港湾の管理システムの改善が
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着実に行われる必要がある。したがって、各活動を通して港湾行政･管理に関するキャ

パシティーデベロップメントが達成されるよう、専門家によりプロジェクト目標へのプロセ

スをモニタリングする必要がある。モニタリングを効果的に行うため、ワークブレークダウ

ンストラクチャー（WBS）を作成し、PDM 及び P/O で示された作業を体系的に階層組織

化して示すとともに、各成果物を作成するプロセスにおいて、考えられるリスクに関する

整理（発生可能性、インパクト、アクションアイテム等）をすることとする。また、成果毎に

カウンターパート機関の能力や制度の改善状況のプロセスを管理することとする。WBS
の JICA 案を別添１に示す。プロポーザルにおいては、現段階で作成しえる WBS を提

案するとともに、成果を達成するために考えられるリスク、リスク評価、アクションアイテム

を整理したものと、モニタリングを実施するための評価表を提案することとする。 

(4) 本邦研修 

技術移転の一環として本プロジェクトにおいて、カウンターパートに対する本邦研修を

行うこととする。研修の趣旨を十分理解し、当該案件にかかる JICA（または在ベトナム

日本大使館）の意向を確認しつつ候補者の人選および研修内容についてカウンター

パート機関に助言し調整する。また、受入に係る要望調査票および要請書（A2A3 フォ

ーム）の作成に協力する。プロポーザルにおいては、現地及び本邦研修による技術移

転に関する方針等を含めた基本計画を提案することとする。 

(5) 現地再委託 

以下の内容を含む作業計画書を作成するとともに、再委託に関する入札図書を作成し

再委託契約を行うものとする。再委託契約に伴う事務処理の詳細は発注者の指示に

従うものとする。また、所要の成果品を得るため、作業管理および技術指導を十分に実

施する。 

① 作業の目的 

② 作業計画（作業工程、フローチャート） 

③ 作業内容と数量 

(6) プロジェクト中間評価調査 

2006 年第１四半期に予定されるプロジェクト全体の中間評価調査の基礎資料として、

実施した技術移転の成果および目標達成度、プロジェクト実績等について、具体的デ

ータを用いて整理する。なお、中間評価は JICA が行う調査であり、同評価調査の実施

に協力する。 

(7) 広報活動 

プロジェクト実施にあたっては、本協力の意義、活動内容とその成果をベトナム・日本

両国の国民各層に正しく理解してもらえるよう、website の活用も含め効果的な広報に

努めること。 
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3.5 協力の内容 

本プロジェクトの内容は次のとおりである。 

3.5.1 プロジェクトの流れ 

第一年次：2005 年 2 月～2005 年 7 月 

(1) 国内準備作業 

① 実施計画の検討 
日本国内で入手可能な資料･情報を整理し、プロジェクト実施に関する基本方針、

方法（技術移転の手法を含む）、項目と内容、実施体制、ならびにスケジュール等

を予備的に検討し、JICA 本部の承認後、インセプションレポートとしてとりまとめ

る。 

(2) 第一次現地作業 

① インセプションレポートの説明･協議 
ベトナム国側にインセプションレポートを説明･協議し、合意を得る。 

② ベトナム国のゲートウェイ港湾の運営･ 振興についての戦略の検討 

A. ベトナム国の港湾・海事活動についてのレビュー・分析 
カウンターパート機関と協力して、既存の資料や調査や用い、ベトナムの港湾

に関する現状、問題点等を分析・特定する。特に、カイメップ･チーバイ港の計

画と関連して、既存サイゴン地区の港湾の計画･管理・運営手法を整理すると

ともに、ベトナム南部を中心に国際コンテナ物流の動向の現況把握・分析を

行うこととする。タリフ・貸付料等のオペレーターの収入・支出や港湾管理者側

の支出に関する情報収集も行うこと。 

B. アジアの主要港湾等の港湾運営方式についてのレビュー・分析 
ベトナム国のゲートウェイ港湾の港湾運営手法を検討するために、カウンター

パート機関と協力して、アジアのコンテナ主要港を中心に港湾管理･運営の現

状把握・分析をする。アジアの主要港では、コンテナターミナルをリース方式、

コンセッション方式により運営を行っているケースが多く、これらの契約形態に

ついても情報収集を行い、分析及び問題点の特定を行う。 

C. カイメップ・チーバイ港に関する物流実態調査の実施・分析（現地再委託を可

とする） 
南部港湾開発計画調査（F/S 調査）における需要予測はマクロ推計のみとな

っており、カイメップ・チーバイ港の振興計画や同港の運営に非政府セクター

を参入させるためのビジネスプラン等の作成を行うための基礎情報が不足し

ている。市場の分析や港湾運営に関する収支分析、キャッシュフロー分析を

実施するために、カウンターパート機関と協力して、サイゴン地区のＯＤ調査、

荷主・船社への意向調査を実施し、ベトナム南部地域の物流に関する実態調

査を実施することとする。物流実態調査は、ＯＤ調査及び船社・荷主・フォワ

ーダー・港湾運営者から、輸送貨物、輸送システム、料金体系、港湾運営へ

のニーズを聞き取るインタビュー調査から構成されるものとする。プロポーザル

においては、ＯＤ調査の実施手法、ヒアリングの対象となる企業等の選定方法、

ヒアリング方法について提案をすることとする。（物流調査については、現地再

委託可）。 
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D. カイメップ･チーバイ港に関する市場と競争環境についての情報収集・検討 
カウンターパート機関に対して港湾の市場・競争環境に関する分析手法に関

する技術移転を行う。また、カウンターパート機関と協同で 2010 年頃に供用

する見込みであるカイメップ・チーバイ港の市場及び競争環境についての分

析・問題点の特定を行う。これらの分析においては、カイメップ・チーバイ港と

競合関係にあるアジア各国の主要港湾との比較における SWOT 分析やベト

ナム南部の既存港湾との競争力を比較検討する。市場及び競争環境の分析

をするため、ベトナム南部の港湾を利用する船社、港湾関係者、荷主等を集

めて、ワークショップを開催し関係者との意見を聴取すること。 

E. カイメップ・チーバイ港の振興戦略の策定支援 
カウンターパート機関が立案する国際ゲートウェイ港湾としてふさわしいカイメ

ップ・チーバイ港の振興戦略及び同港振興戦略に基づいた港湾運営方針の

策定支援を行う。同港の振興計画については、Ｆ/Ｓスタディーの結果を十分

反映させるとともに、上記ア～エの結果を踏まえたものにするとし、想定される

貨物の品目・量、就航航路、船型、港湾稼働率等などの同港の管理･運営に

必要なデータも設定する必要がある。また、非政府セクターの同港運営参入

手法や非政府セクターの運営参入を導入するための導入方策を検討するとと

もに、カウンターパート機関が立案する非政府セクターの港湾運営参入政策

の策定を支援する。プロポーザルにおいては、同港振興計画や非政府セクタ

ーの港湾運営参入政策の策定手法及びカウンターパート機関への技術移転

手法について、提案すること。 

③ ゲートウェイ港湾の運営に非政府セクターの参入を促進するための、港湾の管理･

運営に関する政府・公的セクター・民間事業者の役割の再定義 

A. 非政府セクター参入のためのタスクフォース立ち上げ支援 
カウンターパート機関では、タスクフォースの立ち上げ、カイメップ・チーバイ

港を含めたゲートウェイ港湾の運営に非政府セクターを参入させるため政策

を策定する予定である。そのため、タスクフォースの立ち上げのために必要な

助言（カイメップ･チーバイ港湾管理者設立に関する事項も含む。）をカウンタ

ーパートに対して行う。 

B. 港湾管理･運営に係る技術的・経済的な規則に関する課題の特定（一部現地

再委託可） 
カウンターパート機関に港湾管理･運営の規則に係る分析手法に関する技術

移転を行う。また、カウンターパート機関と協同で、ベトナム港湾の管理・運営

体制を整理し、管理運営面での技術上・経済上の法制度･規則の分析・問題

点を特定する。分析にあたっては、非政府セクターが港湾運営に参入するた

めの、施設維持及びパフォーマンスに関する規則（技術上の規則）や投資や

財務的な条件に関する規則等（経済上の規則）に関する分析も含めることと

する。また、ベトナムにおける港湾管理・運営に係る問題点を整理するため、

港湾･海事法制に係る研究を実施する（現地再委託可）。港湾・海事法制に係

る研究については、プロポーザルにおいて、調査方針等を提案すること。 

C. 非政府セクターの港湾運営参入に係る必要な規則の分析 
カウンターパート機関に港湾運営に係る規則の検討手法に関する技術移転

を行う。また、カウンターパート機関と協同で、非政府セクターの港湾運営参

入に関する既存の法制度･規則を整理し、非政府セクターを港湾運営に参入

させるために必要な規制の導入・緩和策及び優遇策等を検討する。また、現
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状の港湾の管理・運営に必要な許認可事項、関係省庁機関及び公的セクタ

ーへの権利・義務について、適用基準、裁量範囲等を把握し、問題点等を分

析する。非政府セクターには、民間企業及び民間企業と国営企業の合弁企

業も含めることとする。既に、VICT（ﾎｰﾁﾐﾝ市）やバリアセレス港（ﾊﾞﾘｱｾﾚｽ省）

で民間事業者が港湾運営をしている実績があることから、これらの事例も収集

し、分析すること。 

D. アジアの国際ゲートウェイ港の港湾管理・運営に関する港湾管理者の非政府

セクターとの役割分担の分析 
ベトナムのゲートウェイ港について、港湾管理者である公的機関と港湾運営

者となるべき非政府セクターとの役割を検討するため、カウンターパート機関

と協力して、アジア地域等の国際ゲートウェイ港湾における、港湾管理者と港

湾を運営する非政府セクター（民間セクター）に関する法制度･規則を分析す

る。港湾管理者と非政府セクターとの契約形態、リスク、収益・費用のコスト等

の分担手法を整理し、分析を行う。 

E. 非政府セクターの港湾運営参入に係る官・民のリスク分析 
カウンターパート機関に港湾運営に関するリスクについての考え方、リスク分

析手法に関する技術移転を行う。また、カウンターパート機関と協同で、ベト

ナム国港湾の整備・管理・運営に非政府セクターを参入する際に生じるリスク

を分析し、港湾管理者を含む公的セクターと非政府セクターとのリスク分担法

や緩和策を検討する。 

④ ベトナム港湾に非政府セクターが参入するための、規則体系の整備 

A. インフラの管理・運営の非政府セクター参入に係る規則の分析 
カウンターパート機関にインフラの管理･運営に非政府セクター参入するため

に必要な法制度・規則についての考え方及び法制度･規則の分析手法を技

術移転する。ベトナムでは、道路、鉄道、電力、水道等といった港湾セクター

以外にもインフラの整備・管理・運営に非政府セクターが参入した事例がある

ことから、カウンターパート機関と協同で、これらの事例を収集するとともに、関

連する法制度・規則体系を分析する。また、港湾運営を検討するためにも、ア

クセス道路やユーテリティーの供給も不可欠であることから、港湾運営に影響

のあるインフラ管理・運営に関する諸規則を分析する。また、ベトナムにおける

インフラの非政府セクター参入に係る問題点を整理するため、非政府セクタ

ー参入に係る研究を実施する（現地再委託可）。非政府セクター参入に係る

研究については、プロポーザルにおいて、調査方針等を提案すること。 

B. 港湾労働に係る規則の分析 
カウンターパート機関に港湾運営における港湾労働者に関する問題や港湾

労働に関する法制度・規則の分析手法について技術移転する。港湾労働者

に対する負担は、港湾を運営する上で大きな経営リスクであると考えられるこ

とから、カウンターパート機関と協同で、港湾労働者の数、賃金、能力、ステベ

会社との契約といった港湾運営に係る港湾労働の実態や、ベトナム国におけ

る港湾労働や労働に関する規則を分析する。また、ベトナムにおける港湾労

働に係る問題点を整理するため、港湾労働に係る研究を実施する（現地再委

託可）。港湾労働に係る研究については、プロポーザルにおいて、調査方針

等を提案すること。 

⑤ 第 1 回合同調整委員会の開催支援 
プロジェクト関係者を招聘して第１回合同調整委員会を開催する。当該回の主な
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議題は次の通り。 

1) 第１年次事業完了報告 

2) プロジェクトに係る懸案事項 

3) 協力計画の適宜見直し 

第二年次：2005 年 8 月～2006 年 3 月 

(3) 第二次現地作業 

① ベトナム国のゲートウェイ港湾の運営･ 振興についての戦略の作成 

A. カイメップ・チーバイ港運営の非政府セクターの参入政策の作成支援 
第 1 年次に引続き、カウンターパート機関が立案する国際ゲートウェイ港湾と

してふさわしいカイメップ・チーバイ港の振興戦略及び同港振興戦略に基づ

いた港湾運営方針の策定に必要な支援を行う。また、カウンターパート機関

が立案する非政府セクターの港湾運営参入政策の策定を支援する。 

B. セミナーの開催 
セミナーを開催し、カウンターパート機関による上記アの作業で作成されたカ

イメップ・チーバイ港の振興計画及び同港の運営に非政府セクターが参入す

るための基本政策のプレゼンテーションを支援する。セミナーは、ハノイ及び

ホーチミン周辺で行うこととし、船社、物流事業者、荷主などを集めて意見交

換を行うこととする。 

C. ゲートウェイ港湾の運営の非政府セクター参入政策に基づく執行能力のモニ

タリング 
上記アの作業により策定されたカイメップ･チーバイ港の振興戦略が効果を十

分に発現するためには、関係者調整を経て、本戦略が政府の政策として承認

されることとに加え、VINAMARINE が、カイメップ･チーバイ港の振興戦略に

より検討された運営方策に基づき、ゲートウェイ港湾の非政府セクター参入政

策を作成する必要がある。したがって、専門家は VINAMARINE の非政府セ

クター参入政策を執行する能力（関係者との調整能力、理解力、執行状況

等）をモニタリングするとともに、能力の定着を図るための助言を行う。プロポ

ーザルにおいては、非政府セクター政策の執行能力のモニタリング関する方

針や具体的な手法を提案すること。 

② ゲートウェイ港湾の運営に非国営セクターの参入を促進するための、港湾の管理･

運営に関する政府・公的セクター・民間事業者の役割の再定義 

A. 非政府セクターの港湾運営参入に係る官・民のリスク分析 
第 1 年次に引続き、カウンターパート機関に港湾運営に関するリスクについて

の考え方、リスク分析手法に関する技術移転を行う。また、カウンターパート機

関と協同で、ベトナム国港湾の整備・管理・運営に非政府セクターを参入する

際に生じるリスクを分析し、港湾管理者を含む公的セクターと非政府セクター

とのリスク分担法や緩和策を作成する。 

B. 港湾管理者と非政府セクターとのコスト分担の検討 
カウンターパート機関に港湾の管理・運営に伴うコストについての考え方、コ

ストシェアリング及びコスト分析手法に関する技術移転を行う。また、カウンタ

ーパート機関と協同でベトナムの港湾整備・管理・運営に伴う収益及び費用

について、政府、港湾管理者、非政府セクターと港湾オペレーターのコスト分



ベトナム国港湾管理制度改革プロジェクト 
事前評価調査・実施協議調査報告書 

 

 33

担に関する原則を作成する。 

C. 港湾管理者と非政府セクターとの役割についての比較検討 
カウンターパート機関と協同で、非政府セクターと公的機関である港湾管理者

との、施設所有・整備・維持管理・管理・運営・振興に関する役割について、い

くつかの代替案を検討し、評価基準を設定して、比較検討を行う。役割分担

の検討は、ゲートウェイ港を主な対象とするが、ベトナム国港湾における特性

に応じた役割分担も検討すること。ベトナム国における港湾の管理・運営とい

った概念が、現時点で曖昧な概念であることから、明確に定義すること。 

D. 港湾運営・管理に関する権限関係の適切な再定義案の作成 
カウンターパート機関に港湾・管理に係る権限･責任の考え方に関する技術

移転を行う。また、カウンターパート機関と協同で、政府関係省庁各機関、港

湾管理者、公的セクター、非政府セクターの港湾管理・運営に関する権限の

適切な再定義案を作成する。再定義にあたっては、港湾施設が公共構造物

であることから、公共の利益保護・公平性の確保、港湾管理・運営の効率性の

確保、競争の促進、透明性の確保の観点から、評価基準を設定して、現実的

な提言を作成することとする。 

E. ベトナム国の港湾の管理･運営に関する非政府セクターとの官民パートナー

シップに関するガイドラインの作成支援 
カウンターパート機関にベトナムの港湾の管理・運営に官民パートナーシップ

を導入するための手続き・審査等に関する技術移転を行う。また、カウンター

パート機関が作成するベトナム国の港湾管理・運営に非政府セクターが参入

するための官民ガイドラインの策定を支援する。ここで策定される官民パート

ナーシップに関するガイドラインには、港湾管理者が非政府セクターの港湾オ

ペレーターを選定する際の手続きや審査手法に関する方針も含めることとす

る。プロポーザルにおいて、官民パートナーシップに関するガイドラインの策

定手法について提案すること。 

F. カイメップ･チーバイ港の港湾管理者の定款・組織機構案の作成支援 
カウンターパート機関に港湾を管理するための組織に関する技術移転を行う。

また、カウンターパート機関により設置されたタスクフォースと協同で、新たに

設立されるカイメップ・チーバイ港の港湾管理の権限・責任を検討する。具体

的な施設の所有・維持・管理・運営面の権限範囲、責任を検討するとともに、

組織規模、予算規模、必要な運営組織体制、要員計画、部門に必要な機能

を検討する。また、タスクフォースが立案する港湾管理者の組織設立計画、組

織定款案や組織機構案の作成支援を行う。 

③  ベトナム港湾に非政府セクターが参入するための、規則体系の整備 

A. 港湾運営に非政府セクターが参入するための規則体系（許認可・取引）の整

備 
港湾運営への非政府セクターが参入するために必要な法制度・規則体系とし

て、①港湾管理・運営の参入に関する法制度・規則、②インフラの管理運営

の非政府セクター参入に係る法制度・規則、③港湾労働に関する法制度・規

則体系がある。カウンターパート機関と協同で、参入の条件、許認可方策、料

金体系等を検討し、カウンターパート機関が行う法・規則整備を支援する。関

連する法制度・規則体系には、カウンターパート機関である VINAMARINE
の所掌権限を超えた規則があることから、合同調整委員会や Executive 
Committee 等により関係省庁との調整支援も行う。また、ここで提言される法
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制度・規則体系に基づき、カイメップ・チーバイ港の運営を行う非政府セクタ

ーのオペレーター選定に係る作業が進められることから、同港のプロジェクト

に関する特別法の制定についても必要に応じて検討すること。 

B. 港湾管理･運営に関する規則体系整備能力に関するモニタリング 
港湾運営の非政府セクター参入に係る法制度、規則の整備能力、理解度に

ついてモニタリングを行う。プロポーザルにおいては、非政府セクター参入を

促進するための港湾管理能力のモニタリング関する方針や具体的な手法を

提案すること。 

④ VINAMARINE の港湾行政及び管理能力の強化 

A. 港湾の保安計画の作成 
2002 年 12 月に改正された SOLAS 条約改正により、国際船舶及び港湾に対

する保安基準（ISPS コード）が導入され、条約締結国は各国際港湾において、

保安体制を強化した上で港湾施設保安計画を策定し、定期的に保安体制を

チェックすることが義務付けられている。カウンターパート機関に対して港湾保

安に関する技術移転をするとともに、カウンターパート機関と協同でベトナム

の港湾保安に関する法制度をレビューし、カイメップ・チーバイ港の保安施設

などのハード面の整備計画案や保安体制に関するソフト面の対策案を策定

する。 

B. ベトナム港湾の整備･管理･運営に関する現況調査（現地再委託可） 
VINAMARINE が作成したベトナム港湾マスタープランにおいて、ベトナム国

には 114 港湾があると記されている。ベトナム各港の管理主体や運営主体に

ついては港湾別にまとめているが、施設別の責任主体や大部分の港湾にお

いて管理･運営行っている国営企業の実態については把握されていない。カ

ウンターパート機関と協力してベトナム港湾の現況を把握するための調査を

実施する。プロポーザルにおいては、調査の目的･方針、調査手法について

提案すること。 

C. ベトナム国港湾の役割分担の分析及び港格の分類 
ベトナム国の港湾は管轄別には、VINAMARINE の他、VINALINES、他省

庁（産業省、貿易省、防衛省）、地方政府が管轄する港湾に分類される。カウ

ンターパート機関について、港湾機能や港格の分類に関する考え方につい

ての技術移転を行とともに、ベトナム港湾の効果的な管理方策及び開発方針

を検討するため、カウンターパート機関と協同で港湾毎の役割を分析し、役割

に応じた港格を設定する。また、それぞれの港格別に港湾管理の体制、方策

を検討する。 

⑤ 第 2 回合同調整委員会の開催支援 
プロジェクト関係者を招聘して第 2 回合同調整委員会を開催する。当該回の主な

議題は次の通り。 

• 第２年次事業中間報告 
• プロジェクトに係る懸案事項 
• 協力計画の適宜見直し 

⑥ 第 3 回合同調整委員会の開催支援 
プロジェクト関係者を招聘して第 3 回合同調整委員会を開催する。当該回の主な

議題は次の通り。 
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• 第２年次事業進捗報告 
• プロジェクトに係る懸案事項 
• 協力計画の適宜見直し 

第三年次：2006 年 4 月～2007 年 3 月 

(4) 第三次現地作業 

① ベトナム国のゲートウェイ港湾の運営･ 振興についての戦略の作成 

A. ゲートウェイ港湾の運営の非政府セクターの参入政策の作成支援 
カウンターパート機関が立案する国際ゲートウェイ港湾の非政府セクター参入

政策の作成を支援するする。現在、ベトナムでは 2006 年末を目途にＷＴＯに

加盟することを目指しており、状況を踏まえたものにする必要がある。ゲートウ

ェイ港湾の運営に関する非政府セクター参入政策を踏まえ、第 2 年次に策定

したカイメップ・チーバイ港の振興戦略のアップデートを検討すること。プロポ

ーザルにおいては、ゲートウェイ港湾の非政府セクターの港湾運営参入政策

の策定手法及びカウンターパート機関への技術移転手法について、提案す

ること。 

B. ゲートウェイ港湾の運営の非政府セクター参入政策に基づく執行能力のモニ

タリング 
上記アの作業により策定された非政府セクター参入戦略が効果を十分に発

現するためには、関係者調整を経て、本戦略が政府の政策として承認される

こととに加え、VINAMARINE が、策定した政策に基づき非政府セクター参入

政策を推進する必要がある。したがって、専門家は VINAMARINE の非政府

セクター参入政策を執行する能力（関係者との調整能力、理解力、執行状況

等）をモニタリングするとともに、能力の定着を図るための助言を行う。プロポ

ーザルにおいては、非政府セクター政策の執行能力のモニタリング関する方

針や具体的な手法を提案すること。 

② ゲートウェイ港湾の運営に非国営セクターの参入を促進するための、港湾の管理･

運営に関する政府・公的セクター・民間事業者の役割の再定義 

A. タリフ及び料金体系の設定に関する能力、リスク管理方策を含む非政府セク

ター参入を促進するための港湾管理能力のモニタリング 
ベトナム港湾の官民の分担及び非政府セクター参入に関する具体的な手続

きは、官民パートナーシップガイドラインに規定されことになるが、ガイドライン

に基づき適切に港湾運営の非政府セクター参入を促進するためには、

VINAMARINE の港湾管理能力が向上する必要がある。タリフや料金体系の

設定に関する考え方、リスク管理方策を含む非政府セクター参入を促進する

ための港湾管理能力をモニタリングするとともに、非政府セクター参入を促進

するための港湾管理能力の改善点をカウンターパート機関に助言する。プロ

ポーザルにおいては、非政府セクター参入を促進するための港湾管理能力

のモニタリング関する方針や具体的な手法を提案すること。 

B. カイメップ･チーバイ港の港湾管理者設立状況のモニタリング 
カイメップ・チーバイ港の港湾管理者の設立の進捗について設立プラン及び

モニタリングプランを作成する。これらのプランに基づき、モニタリングを行い、

改善点をカウンターパートに助言する。 
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③ ベトナム港湾に非政府セクターが参入するための、規則体系の整備 

A. 港湾管理･運営に関する規則体系整備能力のモニタリング 
第２年次に引続き、港湾運営の非政府セクター参入に係る法制度、規則の整

備能力、理解度についてモニタリングを行う。 

④ VINAMARINE の港湾行政及び管理能力の強化 

A. 港格に応じた港湾管理体制の提言 
カウンターパート機関に対して、港湾管理体制に関する技術移転を行う。また、

カウンターパート機関と協同で、ベトナム港湾管理・運営に係る課題を分析し、

港格に応じた港湾管理・運営に関する改善策や体制案について提言する。

港湾管理体制については、港湾輸送の流れを適正かつ能率的な方法で管

理するために必要なサービス及びサービスを達成するための体制を検討する

こととし、船舶の動き、港湾荷役、保管、税関及び貨物の引渡し手続きが組織

化され迅速かつ効率的に関係手続きが取られているかどうか調査し、港格に

応じた港湾管理体制の改善等を提言する。港湾利用者へのサービス向上の

観点から、港湾手続きの情報化の推進についても検討することとする。また、

港湾整備･維持管理に対する財源・体制についても先進国や他の開発途上

国の事例を参考にしつつ、関係機関の役割分担を踏まえ、港格に応じた最

良策を提言することとする。プロポーザルにおいては、港湾管理体制の検討

手法及びカウンターパート機関への技術移転計画を提案することとする。 

B. 港湾管理体制の改善状況のモニタリング 
港湾保安対策の改善状況について、モニタリングを行い、カウンターパート機

関に助言を行う。また、分類した港湾毎の管理体制及び制度等の対応状況を

モニタリングする。 

⑤ カイメップ・チーバイ港のオペレーターの選定に必要な各種書類やビジネスプラン

の作成 

A. 非政府セクターとの標準入札書・契約書の作成 
カウンターパート機関に対して、非民間セクターに港湾運営の参入を行うため

の入札書・契約書に関する作成手法を技術移転する。また、カウンターパート

機関と協同で、カイメップ・チーバイ港のオペレーターの選定に非政府セクタ

ーを参入させるための選定法を検討するとともに、ベトナム港湾の運営に関し、

非政府セクターと委託契約をするため、入札に必要な指示書・入札要件・コン

セッション契約書といった標準書類を作成する。標準入札書・契約書の作成

にあたっては、必要な契約項目や項目の設定方法等を検討することとする。

プロポーザルにおいては、標準入札書・標準契約書作成に関する策定手法

を提案することとする。 

B. カイメップ・チーバイ港の収入・コスト（資本費用、運営費用、維持費用等）予

測、ビジネスプラン及び財務モデルの作成 
カウンターパート機関にゲートウェイ港湾の収支予測・財務モデルの作成手

法について技術移転する。また、カウンターパート機関と協同で、カイメップ・

チーバイ港の港湾管理・運営に関して、港湾管理者及び想定される港湾オペ

レーターの港湾収入及び資本費用、運営費用、施設整備費、施設維持管理

費用等の運営コストを予測するとともに、財務モデルを作成し、キャッシュフロ

ー分析を行う。また、資金調達、運営体制、施設管理体制、船社との契約形

態を含むビジネスモデルを検討する。プロポーザルにおいては、ビジネスプラ
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ンや財務モデルに関する検討事項及び検討手法について提案することとす

る。 

C. リスクの特定と分析 
カウンターパート機関に対してリスク管理方策に関する技術移転を行う。また、

カウンターパート機関と協同で非政府セクターが港湾運営に参入する際に生

じる可能性のあるリスク（カントリーリスク、プロジェクトリスク、商業リスク、規制リ

スク、契約リスク等）を特定・分析し、港湾管理者等とのリスクシェアリングや回

避最小化といった適切なリスク管理方策を検討する。 

D. タリフ原則の整備 
カウンターパート機関に対して港湾のタリフの設定法に関する技術移転を行う。

また、カウンターパート機関と協同で、ターミナル運営に必要な費用や想定さ

れるリスクを考慮し、カイメップ・チーバイ港の想定タリフ（港湾料金）を、費目

別に分析し設定する。ここで、整備されるタリフ原則は、カイメップ・チーバイ港

振興計画を踏まえたものとする必要があるとともに、公共性と収益性のバラン

スを考慮すること。 

E. ターミナル貸付料に関するフレームワークの設定 
カウンターパート機関に対して、港湾管理者が非政府セクターの港湾ｵﾍﾟﾚｰﾀ

ｰに港湾施設を貸し付ける際に生じるターミナル貸付料の設定法に関する技

術移転を行う。また、カウンターパート機関と協同で、カイメップ・チーバイ港港

湾管理者が非政府セクターにターミナルを貸し付ける際に設定される料金体

系、貸付方法、契約期間といったフレームワークを設定する。総売上高や取

扱貨物量に応じたターミナル貸付料を導入することも検討すること。また、貸

付料に含まれる料金構成（港湾整備費、維持管理費、利子、人件費、管理費、

保険等）も合理的に説明できるように努めること。 

F. カイメップ・チーバイ港の運営に参加する非政府セクターの資格要件の策定 
カイメップ・チーバイ港の運営に参加する非政府セクターの事前審査を行うた

めには、同港のビジネスプラン等を照らし合わせ、潜在的応札者の技術的、

財政的能力等を審査することが必要である。カウンターパート機関に対して、

ゲートウェイ港湾の運営に参加する非政府セクターの資格に関する技術移転

をする。また、カウンターパート機関と協同で、同港の運営に参加する非政府

セクターの事前審査に必要な審査項目や審査基準等の資格要件を策定す

る。 

G. 政府支援策の策定支援 
カウンターパート機関が立案する、カイメップ・チーバイ港を管理・振興するた

めに必要な、関係省庁及び港湾管理者が実施する政府支援策（案）の作成

を支援する。合同調整委員会や Executive Committee 等により関係省庁との

調整支援も行う。 

H. 非政府セクターの港湾運営参入に係る入札手続の実施能力のモニタリング 
策定された標準入札書・契約書を活用して、港湾オペレーター選定に必要な

書類を策定する能力を開発するとともに、その能力をモニタリングする。具体

的には、財務分析手法やターミナル貸付料の設定手順に関する能力をモニ

タリングすることとする。また、策定されたカイメップ・チーバイ港の入札関係書

類を用い、適切に非政府セクター参入に係る入札手続の実施能力を向上さ

せるために、入札手続の手順と留意点等の把握といった能力もモニタリング
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する。 

⑥ 第 4 回合同調整委員会の開催支援 
プロジェクト関係者を招聘して第４回合同調整委員会を開催する。当該回の主な

議題は次の通り。 

1) 第 3 年次事業中間報告 

2) プロジェクトに係る懸案事項 

3) 協力計画の適宜見直し 

⑦ 第 5 回合同調整委員会の開催支援 
プロジェクト関係者を招聘して第５回合同調整委員会を開催する。当該回の主な

議題は次の通り。 

1) 第 3 年次事業進捗報告 

2) プロジェクトに係る懸案事項 

3) 協力計画の適宜見直し 

第四年次：2007 年 4 月～2008 年 3 月 

(5) 第四次現地作業 

① ベトナム国のゲートウェイ港湾の運営･ 振興についての戦略の作成 

A. ゲートウェイ港湾の運営の非政府セクター参入政策に基づく執行能力のモニ

タリング 
第 3 年次に引き続き、VINAMARINE の非政府セクター参入政策を執行する

能力（関係者との調整能力、理解力、執行状況等）をモニタリングするとともに、

能力の定着を図るための助言を行う。プロポーザルにおいては、非政府セク

ター政策の執行能力のモニタリング関する方針や具体的な手法を提案するこ

と。 

② ゲートウェイ港湾の運営に非国営セクターの参入を促進するための、港湾の管理･

運営に関する政府・公的セクター・民間事業者の役割の再定義 

A. タリフ及び料金体系の設定に関する能力、リスク管理方策を含む非政府セク

ター参入を促進するための港湾管理能力のモニタリング 
第 3 年次に引き続き、リスク管理方策を含む非政府セクター参入を促進する

ための港湾管理能力をモニタリングするとともに、非政府セクター参入を促進

するための港湾管理能力の改善点をカウンターパート機関に助言する。プロ

ポーザルにおいては、非政府セクター参入を促進するための港湾管理能力

のモニタリング関する方針や具体的な手法を提案すること。 

B. カイメップ･チーバイ港の港湾管理者設立状況のモニタリング 
第3年次に引き続き、カイメップ・チーバイ港の港湾管理者の設立の進捗につ

いて設立プラン及びモニタリングプランを作成する。これらのプランに基づき、

モニタリングを行い、改善点をカウンターパートに助言する。 

③ VINAMARINE の港湾行政及び港湾管理の能力強化 

A. ベトナムの港湾開発･管理戦略 
ベトナム国の港湾を適切に管理するとともに、限られた資金を有効に活用し
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効率的に整備・施設維持していくためには、第三年次までに作成・提言され

た港格分類案や港格に応じた港湾管理体制に基づき戦略的に対応すること

が求められる。第三年次までの成果を踏まえ、カウンターパートが立案するベ

トナム港湾の開発・管理戦略の作成支援を行う。作成されるべき戦略には、港

湾開発に係る基本方針、港湾手続きの改善、統計システムの改善、港湾情報

システムの導入を含む港湾管理に係る基本方針も含めることとする。 

B. ベトナム港湾の統計システムの改善 
港湾統計は港湾の開発計画の策定や港湾の利用実態・能力の監査等港湾

行政に不可欠な資料であるが、ベトナムにおいては各港湾で策定されている

統計データが単位や分類が統一されていない、統計データの信憑性が低い、

統計データを国に対して提出義務がない等課題が多い。カウンターパート機

関に対して港湾に関する統計システムに関する技術を移転する。また、カウン

ターパート機関と協同でベトナムの港湾統計に関する課題を分析するともに、

統計原票の設計、指定統計制度の導入といった港湾統計システムの検討を

行う。 

C. 入出港手続き･ＣＩＱに関する手続きの改善 
ベトナム港湾の競争力を向上させるために、船舶の入出港、ＣＩＱ（税関、出入

国管理、検疫）に係る手続きの簡素化及び透明性の確保が重要な課題となっ

ている。カウンターパート機関に対して、入出港、ＣＩＱの手続き等に関する技

術移転を行う。また、カウンターパート機関と協同で港湾関連手続きに関する

現状を分析するとともに、改善策を検討することとする。ＣＩＱについては、カウ

ンターパート機関である VINAMARINE の所掌権限を超えていることから、合

同調整委員会や Executive Committee 等により関係省庁との調整支援も行

う。 

D. 港湾手続きの情報化システム導入方策案の作成 
カウンターパート機関に対して、港湾手続きの情報化や EDI 等に関する技術

移転を行う。また、カウンターパート機関と協同で、港湾手続きの情報化方策

を検討する。 

E. 港湾管理体制の改善状況のモニタリング 
港湾保安対策、港湾統計システム、入出港・ＣＩＱに関する手続き、港湾の情

報化について導入･改善状況について、モニタリングを行い、カウンターパー

ト機関に助言を行う。また、港湾行政・管理制度改善実行計画の作成を支援

する。 

④ 第 6 回合同調整委員会の開催支援 
プロジェクト関係者を招聘して第６回合同調整委員会を開催する。当該回の

主な議題は次の通り。 

1) 第４年次事業中間報告 

2) プロジェクトに係る懸案事項 

3) 協力計画の適宜見直し 

第五年次：2008 年 4 月～2008 年 7 月 

(6) 第五次現地作業 

① ゲートウェイ港湾の運営に非国営セクターの参入を促進するための、港湾の管理･
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運営に関する政府・公的セクター・民間事業者の役割の再定義 

A. タリフ及び料金体系の設定に関する能力、リスク管理方策を含む非政府セク

ター参入を促進するための港湾管理能力のモニタリング 
第４年次に引き続き、リスク管理方策を含む非政府セクター参入を促進するた

めの港湾管理能力をモニタリングするとともに、非政府セクター参入を促進す

るための港湾管理能力の改善点をカウンターパート機関に助言する。プロポ

ーザルにおいては、非政府セクター参入を促進するための港湾管理能力の

モニタリング関する方針や具体的な手法を提案すること。 

B. カイメップ･チーバイ港の港湾管理者設立状況のモニタリング 
第４年次に引き続き、カイメップ・チーバイ港の港湾管理者の設立の進捗につ

いて設立プラン及びモニタリングプランを作成する。これらのプランに基づき、

モニタリングを行い、改善点をカウンターパートに助言する。 

② VINAMARINE の港湾行政及び港湾管理の能力強化 

A. ベトナム港湾の統計システムの改善 
第４年次の作業に引き続き、カウンターパート機関に対して港湾に関する統

計システムに関する技術を移転する。また、カウンターパート機関と協同でベ

トナムの港湾統計に関する課題を分析するともに、統計原票の設計、指定統

計制度の導入といった港湾統計システムの検討を行う。 

B. 入出港手続き･ＣＩＱに関する手続きの改善 
第４年次の作業に引き続き、カウンターパート機関に対して、入出港、ＣＩＱの

手続き等に関する技術移転を行う。また、カウンターパート機関と協同で港湾

関連手続きに関する現状を分析するとともに、改善策を検討することとする。

ＣＩＱについては、カウンターパート機関である VINAMARINE の所掌権限を

超えていることから、合同調整委員会や Executive Committee 等により関係省

庁との調整支援も行う。 

C. 港湾手続きの情報化システム導入方策案の作成 
第４年次の作業に引き続き、カウンターパート機関に対して、港湾手続きの情

報化や EDI 等に関する技術移転を行う。また、カウンターパート機関と協同で、

港湾手続きの情報化方策を検討する。 

D. 港湾管理体制の改善状況のモニタリング 
第４年次の作業に引き続き、港湾保安対策、港湾統計システム、入出港・ＣＩ

Ｑに関する手続き、港湾の情報化について導入･改善状況について、モニタリ

ングを行い、カウンターパート機関に助言を行う。また、港湾行政・管理制度

改善計画の作成を支援する。 

③ 第 7 回合同調整委員会の開催支援 
プロジェクト関係者を招聘して第７回合同調整委員会を開催する。当該回の主な

議題は次の通り。 

1) 事業完了報告書 
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3.5.2 報告書 
年次 レポート名 提出時期 

インセプションレポート 
（IC/R） 

プロジェクト開始から約 1 ヵ月以内 
（2005 年 2 月） 第一年次 

 業務完了報告書ｒ 
（第一年次） 

第一年次契約終了時 
（2005 年 7 月） 

プロジェクト事業進捗 
報告書（第一号） 

プロジェクト開始から約 8 ヶ月経過時 
（2005 年 9 月） 

カイメップ･チーバイ港の運営振興計画 プロジェクト開始から約 11 ヶ月経過時 
（2005 年 12 月） 

港湾管理運営の官民パートナーシップガ

イドライン 
プロジェクト開始から約 14 ヶ月経過時 
（2006 年 3 月） 

プロジェクト事業進捗 
報告書（第二号 

プロジェクト開始から約 14 ヶ月経過時 
（2006 年 3 月） 

第二年次 

業務完了報告書 
（第二年次） 

第二年次契約終了時 
（2006 年 3 月） 

プロジェクト事業進捗 
報告書（第三号） 
 

プロジェクト開始から約 20 ヶ月経過時 
（2006 年 9 月） 

ベトナムゲートウェイ港湾運営の 
非政府セクター参入政策 

プロジェクト開始から約 26 ヶ月経過時 
（2007 年 3 月） 

カイメップ･チーバイ港オペレーター 
選定のための書類及びビジネスプラン 

プロジェクト開始から約 26 ヶ月経過時 
（2007 年 3 月） 

プロジェクト事業進捗 
報告書（第四号） 

プロジェクト開始から約 26 ヶ月経過時 
（2007 年 3 月） 

第三年次 
 

業務完了報告書 
（第三年次） 

第三年次契約終了時（2007 年 3 月） 

プロジェクト事業進捗 
報告書（第五号） 

プロジェクト開始から約 38 ヵ月以内 
（2008 年 3 月） 第四年次 

 業務完了報告書 
（第四年次） 

第四年次契約終了時 
（2008 年 3 月） 

港湾行政･管理制度改善計画 
 

プロジェクト開始から約 42 ヵ月以内 
（2008 年 7 月） 

プロジェクト事業完了 
報告書 

プロジェクト開始から約 42 ヵ月以内 
（2008 年 7 月） 

第五年次 
 

業務完了報告書 
（第五年次） 

第五年次契約終了時 
（2008 年 7 月） 
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